
「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

例言　1　『看聞御記』　（『続群書類従　補遺二』）と前掲「全文テキストデー

　　　　　タベース」との照合作業は主に輪読する形で行われたが、本表はその

　　　　　副産物である。

2　本表は応永23年（1416）正月から同25年（1418）末までの3年間

　　を対象としており、この間に伏見宮貞成が日次に記した記事857日

　　分の記事要旨を一覧表にしたものである。

3　日ごとの記事には当然ながら内容に厚薄がある。

　　事項の摘出基準も一定ではない。

したがってその記事

4　要旨本文中には、理解を助けるため、適宜情報を0で補い、文末に

　　＊として備考を設けた。

5　本表はデータベースソフトを用いて日別に整理されたものの一部であ

　　り、今後記事の分類によるテーマごとの記事要旨年表へ発展させる計

　　画である。

本表の作成は尾崎安啓が担当した。記事の理解の誤りや不備な点について

は、諸賢のご叱正を得ながら校訂を期することにしたい。
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「看聞日記L記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日

心氷23年

冒頭 日記ラ年より台む、以別は口かずと　　端　白」）。

正月1日 示中正月n云、　弁弓出川公行・続　弁ム橋　旦。山洞”、。膳公行
B将軍家の親族拝に今出川實富、所望により初参。伏見宮に田向経良・
d有等候ず。

正月2日 院そ薬、。膳　山院　Z言。　　中将　　に弓様出歌を譲る。　裏淵にて源持経、将軍義持の権威を北景に殿上人の座に列す

正．月3日 院　’、。膳　山院　ψ言。

正月6日 叙位、　　は二宋　｛言　・　　。

正月7日 示中白馬P云、　弁　山院心疋。伏見呂に風流松拍参る（地下山寸・木
轣A殿原田向・庭田・御力青侍ら）

正月8日 医而昌劃眼、栄仁の脚気の治、に参る。
正月9日 国、　塔（七重）こ雷により焼　。コ山　院　，口、・天狗所行など雑説。

正月10日 r　、諸人・諸門　・関　経嗣以下面々、　町殿へ参　するも対面ハ“し
@室町殿（義持）の帰亭を待たず退出の事に立腹の由

正月11日 早朝、治仁・貞　・　田　　　、雪の　月　に行く。泉より公拍参り、
至y等乱舞、禄物扇等賜う　伏見宮にて恒例の酒宴あり

正月12日 十二日再　　町殿へ人々参　するも’対面＿しと。
正月13日 　　・経・・経興同道にて布所　　栄二　へ参　。栄仁　王、　ノ所（

｡仁王）へ万秋楽三帖・奥二拍子秘説を伝授さる。＊「大通院殿御伝授
�v＝「楽書集成」　　　　　　　　　　　　　　　　　’

正月14日 風呂始め。　　、　光明、の風呂に入る。　　　　　　　　、
正月15日 地下寸々　山寸・三木・石井・　こ　より風流公拍参る。
正月16日 　歌ロ云。　弁三宋公量のところ将軍　　　とっぴ）により心に二宋、

﨟@＊同月十日の一件
正月18日 門削にて三毬杖。

正月19日 長＿院（光明天皇　　王／《　　長　　・「　所（？　入　。

正月20日 住心院家融僧正参。
正月22日 r出川公富に刃めて男子誕生。母は故目原長頼女　廿一年　に’えた

ﾅ）。
正月24日 栄仁　王、、王に万秋’く・　二拍子秘説を云受　る。’　　馬頭永

Q賀、尺八吹く。大教院隆経律師参賀。＊「大通院殿御伝授状」＝「楽

草ｬ正月26日 万秋’く秘説の’口下さる　二十四日云受　。

正月27日 、　　あり。　イ所　　にて回余・双六あり。
正月28日 正永・勝阿・　誉ノ而　、参　。一　あり。
正月30日 栄仁’丙気　’につきお湯台め。昌目法眼’を　じ、莱を賜う。椎野殿（貞成連枝）、今出川隆富参り酒宴・歌舞あり

2月1日 蔵光　主より、，、い心三種・茶子　を’む。休翁　主七回忌にて　　院主
{急、大光明寺長老徳羊以下イ衆招請さると

2月6日 栄二本腹により゜酒。乾蔵主沙　。
2．月7日

2月8日 和歌’云あり。別もって出題し、この日　講する。　．了後盃酌。梅　’
黶A法安寺参詣

2月9日 将軍　、、参　。一　米こ万疋・口物五種・参。

2月10日 栄二本復の　酒あり。呂中　　　　沙’。
2月11日 にわかに御歌云。　香一寸燃莞の間に詠み”　、懸物あり。
2月12日 弓　列めて連。あり。小川　戸・　、砥侯。
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日
2　15日 w　、こてマ　言　　。　　　じ、。
2月16日 昨日の浬講　物を曽らに’り遣わす。残りは　　でくじ引き。　原野

ﾕへ今出川大納言　富参る
2．月17日 ｛小　　（、　言　、伏見呂へ「　　参。ム當局、　日朱　　として参行

ｵ帰路伏見宮へ寄る　芝殿（田向経良室嫁）も参る、ともに珍客なり。
2月18日 ム當局、早朝より　所旧　　　。ム當局　　別にて賜盃。

2月19日 弓　’く列め。　立五番。　　、日　　　。

2月20日 にわかに御茶云あり。r後順　茶として口番し、懸物あり。

2月22日 世　、行　伏見呂へ参る。　明房、浬　講　十五日）の礼に来る。

2月23日 三位・　　、　　のもとに　合’口を見に行く。連。を催す。
2月24日 　彼斥（、正　結願。　田　　　　長　出　　法名行光）。心舜蔵王が

Aしばらくの暇乞いに来る
2月26日 日の順　回茶。貞　　当番により風流の懸物を用思。

2月28日 三木口理が↑所近　地を＿断で　光　に売渡した　で伏見呂より　所’
[に苦情申し入れ

2．月29日 示裏　そ　一あり。将軍　、沙　。上皇の’所イ＿し。

3月1日 　日、順茶云あり。　向をマらした風流・懸　あり。＊伏見院一　一
ｪ

3．月3日 ヒ宴あり。W所、“，・わ’るにより“，闘＿し。行豆’。張行。

3月4日
　　　　　　　　　　　　　　見。治二・　　　、　長　と出云う。一栄仁本復に付、　　　　　　　　光明、にて

s、大光明寺から惣得庵へ招引さる。貞成幼少時依頼の来庵。昨日の連
ﾌ百韻続きを行う（世尊寺行豊）。＊御手本（権跡）

3．月6日 京都　火あり。上多一　屋形1上。

3月7日 順　茶あり。ψ小　三止・　　王・地下　所’一頭役　沙　。その後日
y芸能あり、廣時猿飼Xで舞う　＊「時天性有骨者也

3．月9日 晩に治仁・　　’山し↑　、ち帰る。云聞、後小松院で猿’く（梅右
?閨B

3月10日 　香呂神　あり、’く頭八田笈王　　は去年　奉により八田　を追われ急
潤@ただし脇猿楽には丹波土楽を雇う　＊大法師丹波土楽

3月11日 猿’く昨日同　行う。　　院王郭心和詰以下　門僧呂見　。将軍　・、石
ｴ水八幡社参

3．月12日 ，、。羽院ノ物　　拍子」を源　　が　　より預かる。

3月16日 修、御比丘尼　吊盤井呂⇔　　伏見呂へ　参。栄二本復　い

3月17日 栄仁、　ロ、比丘尼をもてなす。

3月19日 伏見呂にて’くあり。のち　田邸にて　見・’くあり。

3月22日 三位入道通公一　、参。

3月23日 栄仁　’丙にて没後　領女　を山洞へ　　　で正氷　永　’を伏見呂に
｢す。（聞）夜、除目あり、執　は花山院忠定

3．月24日 　左・より状あり。廿七日　洞にて　云、上　に備え和。三首用忌あ
閨B

3月25日 弓　、山洞　’の習礼あり。　所　も　詠と云々。　．　　。　’くあ
閨@（聞）夜、除目入眼

3月26日 （聞西園　　　将　　、「　　　。　状　　上地下別駆・　番長　。

3月27日 山洞両　ノ云あり。　・　「出川公行雑、いにて不参。よって琵琶なし。

3月28日 こラ　　、　　　。

3月晦日 ×　院比丘尼　所入　。　茶・三月　の　歌　　≡判、　講明日　あり。

4月1日 日の三月　　歌の　講あり。　芸判にて　　’。十種香　あり。

4月6日 イ所・　　　見　山ツツジ　に出かける。公原之居にて一　。

4月9日 且一勾’惨り、平　を　す。

4月15日 ノ所　　にて’・あり。　日’くの　　をロめる。聞　都にて吊’く云あ
閨@荒序所作の事で地下伶人間で競望あり、よって略す
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日
4　16日 《　云8　こて　”　　　後日、　，、　）　　・参　。　　呂で　’く

閨Aぷ仁親王琵琶所作
4月18日 野　　　’　）　日入　。父　　栄二　を　玩する。
4月19日 ”あり。少日天椰”。　日’く。
4月20日

聞弓日、石’　　　朱がざ。の　　に任せて行われる。入江　射所・岡殿、ぷ仁本復祝いに参る

4月22日 世　　行　、石目　　、、の妹の小忌’　を　し参る。貞　’　詳細を
Lす　　　　　　　　　　　　一、

4月23日 　茂．、あり、　、ム橋　旦心　　　子　。住心院深　法印参る。祖一（
ﾓ僧）参り平家申す。光台寺新造風呂（造主宝泉）に栄仁・貞成等招か
黷驕B＊綱子＝「兼宣公記」24．1／8

4月24日 且一、平　　す。その後　州へ下る由にて　　琵琶払を与える。
4月25日 」野土に　。、出現。呂仕これを　’とし、将軍へ注’。　　あり。

4月26日 栄二、耳聞こえず。昌白　医而　　の小　を混ぜた’が　いと’言。早
ｬ手配

4月29日 常’絵あり。　口、　　が’上する。

5月2日 〃’く ?閨B栄二・治仁琵琶所f。　聞　「日から　＿八講台まる。
5月3日 （聞）宇治橋、あり。　都」京近国の∠僧　参　。緬歌あり、貞　が

ﾌの作者について治仁・重有と論争する　＊平　歌共撰　双子
5月4日 将軍・右君にくす玉を’呈する。　　の由　返　あり。（聞）　、、八講

ﾉ今出川実富出
5月5日 ロ　、　　の・あり。　　風呂に入る。ノ’歌あり。（聞）茂呪馬見

ｨ中に裏松家人と畠山家人が喧嘩。九条満教亭へ強盗、八条中将公興（九条家礼、西園寺？）一人で防戦、高名の至り。

5月6日 栄二、ラ年になって列めて　月　へ出かける。　原郷秋参りノ’くあり。（
ｷ）等持寺八講結願する（5／2～）

5月8日 光明　得都主参り、明日の亡父三十三回忌に栄仁の心聞を願い、承諾
ｳる　（聞）慈光寺師仲（光仲息）が悪性の腫れ物で死去

5月9日 早朝より栄二、　光明　ヘノ。、聞に行く。治仁・　野も同道。貞　不参
@三立、竹田御塔（安楽寿院）の修理のことで出京　＊法安寺田段銭

5月17日 周乾　　　’　　参る。栄二を交えて酒宴あり。　　　　　　⑱
5月19日 、他所へ預けている文日を、って　させ　見し虫払いする。．’くあり。

5月20日 ’く ?閨B栄仁ノ所イ　輻　　。
5月21日 重　、京から帰り、　日・日口・八幡　　　面の　異を語る。凶　の別

宸ｩ
5月22日 九宋邸　’　）へ　日弓’あり、よって三位が栄仁の使いとして参る。

ﾖ　→世尊寺行豊→三立と白羊を預かる　貞成初めて羊を見る
5月24日 栄二、逆ロとして地蔵講を発願し催す。次に諭として’くあり。ノ所イ

5月25日 脳により聖　　　の為、御。法”あり。
5月27日 重日’くあり。その後栄仁の印せにより請取’くあり。　々請取も　習不足

@文書虫払い、　原行成真　一巻（神・炎上の件で　文・詮議定文）等。
5月30日 一曽正、伏見呂に参り栄仁と雑言。

6月1日 六月一日亘例の’　云行われる。　　　遍法印供　す。　・、　国・を
ｺ具所持の疑いで寺内捜索　喝　の暴行事件が発端

6月2日 来る九日の明見　主の三十三回忌法要の諭の為、栄仁　’くを　習する。

6月3日 伏見呂近所の　堂で8　　を影じる云明曽の　を聞き、栄仁これを召す。

6月4日 世　　行　・　人　　　、　治「ヂ　へ参詣の帰　に　月　に参る。

6月6日 九日諭の　、地下’く人の予疋差し口いに・、八日に引き上げ。

6月7日 亘例の氏園云弓日から。まる。　　R盃・あり。行　　主、明日の諭
�sとして参る　楽稽古あり

6月8日 行　　にて明見　主三十三回忌《要仏　　諭　　に栄二・　　　出かけ
驕@その後、椿一　校参り（当時有名望堪能者）平　三句を申す
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日

6　9日 木二、　謡　月　　　　、、病の璽気　　し　　　　。，、“心。日　　谷
B楽ありぷ仁風気を押して聴聞　　一、平■五句申す。

6月10日 ’く ?閨B五辻　中、伏見呂に劣る。　領一変後疎遠なるも八幡の帰　立
�驕@椿一、平■を申す

6月11日
B貞成、豊原郷秋への安堵に付、老体無益と批判、競望の長広奉公停止
�熹癆ｻ

6月12日
i今出川）より貞成の事（料所）でぷ仁に申入があり信俊に返事された。

6月13日 栄仁腰雨。三日病を疑うも、医市参明風冷と診断し、薬を処　する。
ﾅ野より一口物語絵巻二巻（聞、大覚寺殿御絵）を借覧する。郷秋に安
gの地は元長広に同情し替え地の仰せ。＊紙背149号→翻

6月14日 氏園云なれども栄仁　調すぐれず　朱なし。医市同阿　’。

6月16日 日野一位入道ぐ1生光　Z涼に伏見へ。公卿　合’びで、、釣り、僧に制止
ｳる。夜に椿一参り平　を申す

6月17日 昨日の’漁に付、　光明　長　から処罰要・’、三立　行　を更迭さる。
e亭左府公行、新御所の琵琶御灌頂を崔促

6月19日 医市同阿参り、栄二のi脈をとる。谷、　好に寸、　　ロぶ。田向長

ﾖ蓋購饗罐天㌣ζ諦L鷲竺鍵罐麟㌶日
6月20日． 長’示　小番より帰る。聞、　国　曽　百五十人パ、　の疑いで逮　さる．

6月21日 ’く ?閨B貞’、栄仁より琵琶　山　」を賜る。　’啓、．、釣の罪を御　さ

黷驕@＊紙背85号
6月23日

　　　　　　　　　　栴　　に付、伏見呂舗礼に参る栄仁対面せず　　　　　　　ハ、釣り大光明　　　　長　、

@相国寺魚食逮捕の僧、武具月持の僧許され杢光明寺長孝喜ぶ。
6月24日 栄仁　柄に付、イ領　続女　の触名　を院に　呈する　えを　討する。

6月25日 貞　、弓日から三日間ノ領　　　芯の為、7　’胃水礼　を。める。

6月26日
　’、炎　に付、ψ涼の為　削目に乗り盃酌あり。　笛を院に’上し貞安堵の件等お願いのところ近日御返事と勾當の報告あり。新御所琵琶御

�ｸの件、左府等の沙汰で決定。陰陽師日時勘進。
6月27日 泊”目水礼拝三日結願、、所願　就を　ぶ。殿上にて芸脚順　　（茶）

?閨B

6月28日 、　申沙汰にて順　茶云を催す。　光明　の　僧物語を上手に語る。

6月30日 z小　言　参り、　町院’領　　院亘くださる由報口。　　　ぶ。

7月1日 栄仁、”阿に　町院領目録の　、当　行目・を明日　備するようロじる
@　　　　　　　　　　　　　　　　後小松院は三宝i完に避難し無事．　仙洞御月　（日野資教＝性光邸）炎上

7月3日
　　　　　　　　　　　　　　僧　又参り山名　州＝反　を語る。　　　　　　　　　　光明　　茶あり。物語僧（順光明寺と山田宮樹木支採を機に境内社地所争い。宇治川で白蛇発見のロ．

7月4日 栄二、　光明、と山田呂との土地木所属の　い、双　の言い分を聞く。

7．月5日
　　　　　　　　　’ロ迄の間三、院から　多、経興小川亭へ看坐を　　　　に付、そ所山洞焼める。新造事始め日時を土御門泰家十三日と勘進。費用段銭＝守護一国

恤D、門築地＝管w沙汰、地引＝侍所一色等仰せ
7月6日 栄仁、山洞へ火　見　いの　日をムWに寸して’る。

7月7日 七夕。伏見呂へ　　を台め　　の人々から　が　まる。　語僧・狂言・

y等
7月8日 （後聞）　国　＿寸八幡別で　蛇年る。近江でも目年る。

7月9日 山洞より六日の火　見　いの返　到　。　上の　　＿　との　。

7月10日 　光明、長　参り山田呂木伐の　で文日・参し故早　す。栄二判断を避
ｯる。

7月12日 長ム伏見呂門削で、踊斤河一・剥　のfで　　に　く。栄仁には対面

ｹず
7月13日 山漸所　’口　台め。作所　行は　　兵部　　。イ所の　を、所　で
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「看聞日記L記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日
7　15日 皿　　云’　、　・　’　　　　　②。　　石　・ロ’の芯　　　”・こ

ｩ物
7月16日 　　、山城国土里の石地蔵の霊　請を記す。この石地　言仰の流行に関c
7月17日 山洞（後小松　小河r肖所へ’　主。将軍　・も参云し旦に対面。　一

謔闢??i公行母・貞成養母）痢病にて重体との知らせあり
7月18日 　向の谷、、一又こと切れ又心をロき返すも、医市頼旦の診断は　　。

V御所琵琶御灌頂の為、七日間の御楽を始める。妙一勾当、伏見宮へ参
阨ｽ　　　を申す。

7．月19日
懸光　通光・綾小　言　、　’所琵琶　頂の　行として伏見呂に参る。また、妙一参り平　を申す

7月20日 入江殿射所、母パロ院　’丙に・一期領王f恩地を’比丘尼ノ所に三与
¥入。貞成の養母南向逝去す

7月21日 御’くあり。入浴。貞　、弓日より故　向の為月’　経を台める。
7．月22日 栄二　王、園　　　　に催馬’く秘　を云赫する。、．わって伽くあり。

7月23日 源　　・三位・長’・寿　王　、土地蔵参詣の為、明け　から出かける
B南向、東山實瞳寺にて茶毘にふされる

7月24日
地蔵講あり。栄仁、　　に琵琶　頂あり。　行長’。＊　　日本　料」7－24　　419　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

7月25日 勘牛由小　右衛門　入道　子、己涼の為とて伏見呂へ参る。　　坊に寄
h

7月26日 　〃所　　頂．“為に付、源　　にイ盃を賜る。　向の勇七日、　　　経
B貞成、升と小蛇、宇治今伊勢の白蛇、河原院聖天前の蛇三話の巷説を
Lす。

7月29日 貞　、　’口山測所の門立　の義行われると聞く。

8月1日 八朔のノ遇に付、山洞（後小松　・　町殿（　、）へ’物。

8月3日 そ　仁和、へ御懸の’物。　　から伏見呂へも届く。局　常永死去の報
�ｷく。

8月5日 〃室より御懸のお返しとして牛一頭が届く。

8月7日 勾当局より御懸の品が届く。　　’物到　が’いと立　。　ノ所’　で
�

8月9日 、弓日土地蔵に風流拍　が参り見物人　　、活況を呈すると聞く。

8月12日 山洞へ伏見呂家’領女　の　請を目・を　えて提出する。源　　→ム当
ﾇ

8月14日 石清水八幡呂で　　云あり。X将として長’朝臣出仕。
8月15日 石’目水　生云にて神人4　四二　宋の訴訟　りと　し閉　。上卿　　議

ｷる。花山院大納言忠定逝去。病中宣下、死後還任。忠定は子供なし、
P子相続　ぷ仁、桂地蔵に三日代参させる　貞成も願書奉納

8月16日 石’月　　　云での　人訴訟一　に・、　’許のノ　臼発給　る。　例によ
闃u月（来月）に延期　園宰相基秀、ぷ仁に椙甲の琵琶を献上

8月17日 伏見　地下人　、土地蔵に風流拍　をこじる，爬に参る。（聞）将軍　・は
ｴ和院地蔵に参籠し御堂を新造するとのこと

8月19日 医師昌臼法眼参り、栄仁を診、する。旧。の脚気再発か、腰雨にて　居
s叶。

8月21日 医師昌日法眼参り、十四　　中湯・ノ腰付薬を調’。胡　瓶・イ扇を賜
驕@　　　　　　　　　．

8月23日 地蔵拍物（行列）は、四宋，梗丸より口人入この・を学ぶとのこと。
8月25日 秋彼斥列日。故　向の三十五日忌に・、　経する。栄仁の腰南に秘父

緕t心智客口伝）が㊧くと継首座が申し出る
8月27日 　光明　長老、栄仁柄気平、の　　　受右経　読泪願報口。継首坐灸治

ｷる。
8月28日 貞　の仕　弓参局、　帯の義。

9月1日 ’香呂の朱礼、　の神幸・’旅所での　　　、　　　”・かに見物する。
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　臼

9　2日 1の　干胴　。木二、丙尚・⇒訟　の　　の，貼土　　こ’目氏追し疹
w。

9月3日 山洞より　町　院〃’領　　の院旦到　。　ざ　目領の記　あり。番州国衙別納十ケ郷安堵の件は後日とのこと　諸願成就は桂地蔵の利生か

9月4日 伏見　女　のf・番州国衙の　は　ねて　し入れの由報口あり。（聞）将軍義持、十一日に南　下向とのこと　＊「後崇光完御文類

9月6日 ”阿、伏見呂へ劣り　町院領のことで栄二と　∂する。
9．月7日 明日は故　向の引上四十九日仏　に・、　　　写のこ土三。経を　一へ

ｭす
9月8日 苧にて故　向の四十九日仏　あり、　国　　を招請し　日　謡を　行。

9月9日
重陽のロ句。｛香呂爪礼に風流笠拍　劣り　　　、　所より見　する。貞成今日より百日間四弦和歌等の　古を始める

9月10日 伏見呂に5子　参る。莱　扇　を下　る。
9月11日 町殿（　・　　都下向。　興その　，．、に入るも、心に劣らず。

9月13日 中秋の名月。和歌豆冊廿首を　講。

9月15日 調延期の石’月水　　云が＿　行われる。上卿以下諸役は元の通り。
9月16日 　町　　都より帰こ。　固・行列Z　を記す。逗　中は　門延年　’くで

汢栫B義持、御領本復等の条件を再三申し入れ吉野より後亀山法皇を迎
ｦる

9月17日 山田呂神　猿’くあり。’く頭　田’王　　、サ　　’くを雇う。　　　一に

ｩ物
9月18日 御香呂猿’く。三位をfいとして、伏見　　　の　でム橋　旦に催促する。
9月19日 三位より伏見　・僧坊田・　町院領　　目の　を白に記　と報口あり。
9月20日

貞　　柄か。経　⇔ノ　　経、明日一こ　頂との　、助　として牛一頭遣す　治仁以下、月見岡で松茸狩をする

9月21日 三位吏いとしてム橋邸に行くも　旦外出にて　　口は渡　ずということ
B法安寺・権現猿楽あり。治仁、密かに権現猿楽を見物する。

9月22日 貞　、　病発fに付、弘法　　　　のを　に濯き　む。　明房ロ・。
9月24日 地講あり。ム橋へ将軍招請し訴訟X。山洞より番州国衙院旦の　問

閧ﾈしとの返書あり。称名院で實泉亡母供養の如法経あり。経良息周郷が周乾と不和逐電。＊院返書＝「辰翰栄華」225号

9月26日 病発イ　こる、法　　　明房ロ、により治まる。
9月27日 六修院に法女　田・番少1国衙年貝　に・、　　のイ　　あり。
9月28日 三位帰勿し、ム橋　旦に　　日を渡したことを報口。　　久しぶりに行

9月29日 称　院にて日法　あり。

9月30日 園　　　秀に琵琶　・芸」を預遣す。元　、局父’門土　門阪・？の物。
10．月1日 椎野　貞　’　　、　　光明　　に・ヨる。

10月4日 栄仁、　年に渡り詠んだ歌を　　するように　　に　じる。田経弓
M立。

10月6日 栄仁、去る三月　噺．口の　，舗’に・、お尋ねのところフ日到。
10月7日 町　　　・　光明　に光　。伏見呂　所の　　、長　から言　添あ

10月8日 医　昌日参り栄仁を診、、腰涌・脈は正吊との　。栄二、三位をして当
椛m坊田の件を広橋　宣に仰付ける

10月10日 伏見　坊田は　　三　堂、”にあてるも、　　＿　に・　“　没収
ｷる

10．月11日 宅　、當所女久名の領　、文日にくい違いあり　阿と訴訟。　領　こは

10月13日 三位（田向　　　伏見に移主するも宿所なく、　所近辺に　地を所望。
ｷ）上杉禅秀の乱発生　鎌倉公方持氏不意をっかれ駿河に逃れる
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「看聞日記」，記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日
10　14日 土　　こ　　の　　《　　、．の工心　詰　　の　で　・こ逐　　　。

ｼ岡男の罪は不問　貞成、地蔵の霊験は人力及ばず参詣者絶えずと記す。
10．月15日 野六イ坊の　で伏見呂から山洞へ院旦　請。院旦発給せらる。
10月16日 （聞上多　　と足利、氏三　で’い、、氏　れ切腹との報。
10月17日

10月20日 人　影和歌　法’くあり。・氏切　の話は、説との報あり。目報混乱か。
10．月22日 三立　　の屋　に付、後の、。　日　治二　　・栄仁由　判）を賜る。「日で栄仁発願の桂地蔵三ヶ月代参が結願。同地蔵に御堂・鎮守社等建立

ｳるとのこと
10月27日

10月29日

10月30日 故　向百ケ日。僧坊田の　に・、醍　　と間口する。　聞足り嗣持弟）逐電し高尾に急居遁世、月　の申請不許可が原因か

11月1日

11月2日

11月3日 貞　顔’を鼠に　　られる。後　にこれが凶　（通院’去）の削兆かと。（聞）三品息女が嫁入り、八幡へ向かう。今のところ周囲には知らせ

ｸ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
11月4日 小。、目あり。　“言・中“言・参≡・両　人　　任　れる○

11月5日 　嗣仁和　興心　　　’中灘。頭　へ移住。野心　の　取を恐れ　固を
tく。同時に遁世した山科教高・裏松持光等は富樫に預けられ野心の有無を糾問さる

11月6日

11月8日 日木にム當　　参向す。頭弁　ロ　経興珍向。

11月9日

11月10日 院　経　田向経　、、云法’頂の亦の　　領のお礼に参る。
11月12日

　　、十月四日より台めたイ所　栄ニ　ィ詠．の撰　が終わる。医師昌者、ぷ仁に灸治する

11月13日

11月14日 順　、「日より台める。近衛局が沙　。
11月15日 明日　造山洞　所上　の・あり。　　・引物として　馬　上を予疋する。長資、　落の僧坊田の御恩拝　を望み、一部を賜う

11月16日
山洞　所上　の　あり。　馬に　口　治二　　を付け　上のところ後小松院より勅筆返書あり。貞成、上棟の席で後小松院に栄仁親王の容態望み無き事・播州国衙領院宣の件等を直奏する。

11月18日 勇茸が　る。順　の　あ、り。　　　弓参局、庭田邸　の　所に入る。
11月19日 貞　の　「参局（庭田　子　、　刻に　子　阿吾々　を＿　出　。
11月20日 　光　王、栄仁　王の　終を口げる。　光明　長　、　町　に葬儀の

kに鹿苑院主と会う。院主は崇光院葬儀の例（栄仁父、観応二年）通り
ﾀ施と返事。安堵院宣の件で親王莞逝を隠し奔走し六僧坊院宣のみ到来。

11月21日 周　、故栄仁　王の置文を　　院王に　　。置文には番　国衙別ψ分一
狽�蛹�ｾ寺へ寄進、葬儀は簡略に、位牌には「大通院無品親王」と記せと記載あり。将軍置文を拝見しその趣旨を認む。茶毘は廿四日と決ま

驕B
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　目
11　22日 ’呂へ　　・公家・　冗　の　　　、　　　ロ　　。
11．月23日 　　刻に栄仁　王の亡久をノ輿に乗せ　光明　に運ぶ。貞’、栄仁六十

Z歳にしてついに登極（即位）ならず生前の御遺恨此一事に在りと記す
B貞成、出棺の際に大光明寺長老の供奉無き事に「自由之至欺」と憤慨
ｷる。

11月24日
ｬ御茶毘の最中に人魂が桟敷辺から飛んだと後聞く。後筆に治仁王莞去
ﾌ前兆かと。

11月25日 「朝より‘、結番台まる。　嗣反’の正露見する。・松与力と白状。
11．月26日 故栄仁列七日。形通りの仏　なれども　　　故早　し　行人なし＿芯と．

11月27日 栄二　王’去による服暇に付、ユ陽而　茂土弘は弓月廿七日までと　申。

11月28日 r日から故栄仁　王追目の法　経臼写台まる。貞　は八之”を＿当する。

12月1日 之儀ロ形日例。

12月2日 故栄仁　王の二七日の仏　。左・　フ出川公行）より後小松院に報口と
ﾌ状到来　ぷ仁親王の牛飼童席石丸、主に殉じ出　の為、暇乞いに参る．

12月3日 、調経に参った　こ湯陽院主と、、“心の　中に盃を交わす。

12月5日
　　　　　　　　　　　に，、い心米ことして五百疋遣わす。　曽＿当　で分　　　　　　光明、仏伏見呂より

z。牛飼童席石丸、出家して伏見宮へ挨拶に参る。貞成「老体労不便」
ﾆ｝れを記す

12月7日． 故栄仁　王の三七日の仏　。　、院主（光明　削住　　参る。

12月8日 夢、門　、浄土院のイ↑として参る。　　　に別に言付けあり。

12．月9日 和気明盛（削　’頭明　朝臣）参る。

12月10日 故西Z　の年忌。一。い心あるも　　、一断酒に付、七日忌日には　まず。

12月11日
　　　　　　　　　　　　経　　一ロ・ホ　紙を三十五日追目の為’《　、長　光明院呂、　写

驕B新御所（治仁王）・貞成等大光明寺にて焼風呂に入る。関東武衛よ
關嵭pの御旗所望に付、世尊寺行豊が旗文字を書く

12月12日 故栄仁　王四七日仏　。綾小　三位（言　）　沙’。

12月13日 示光院年忌引き上げ。大通院　栄二　’骨を深　法　堂へ“める。　海
?ﾃ、内　にて称光天皇に御受衣之儀を行う

12月14日 　こ中“、称光天皇に　ご印翼聖国　」の国而号を’る。将軍義・、天
c謹「躬仁」の文字に「弓」あるを嫌い、周囲相談して「實仁」と改め
驕B

12月15日 香芸　主、伏見呂にての，、、、心を沙’する。

12．月16日
　　　　己’疹る。　光明　にて三十五日法要を引き上けて行う。月、陰陽而政入道（良圓、貞成旧友）死去。義嗣謀反露見、関東謀反（上杉禅秀の

吹jも仕業と山門南都語る。幕府、義嗣幽閉の臨光院の厳重警戒を命じ
驕B

12月17日 通院（栄仁）三十五日の法要、　野沙　で行われる。

12月18日 艮西堂、伏見呂へ焼香に参る。即　院坊主一　・参する。

12月19日 　通院（栄二）の具足　’品を取出し言人に形見分けをする。目・別紙
?ｬ。

12月20日 　通院のノ月忌始めの仏行われ治ニィ所焼香する。　　　所で御

_楽
12月21日

　　　　　　　　　　　　にて引き上げて行う。岡　より法　経　布　　　　　　　　を　　沙　通院六七日仏施、明日大通院中陰結願なれども「例日」に付、今夕位牌を大光明寺総

モﾖ
12．月22日 　光明　にて　通院ノ中陰結願。　二　則主、心知　　（医市）　参る。

蜷ｬ、今日より三日間持斎断酒する
12月23日 1仏　として面々入浴する。　亭から法経一。、Z布　　届く。

12月24日 　七之義早朝より道場の　礼を行う。イ立　を女置し調経・　口’‡

sう
12．月25日 伏見呂にて　七之義結願する。　光明　長　により　香。六宋丁経但（

ｷ講堂）参り拮香する　夜、精進明けて魚食する。
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 盲　の　日
12　26日 二立、　　　　　の　で　　。へ　請の、。　　兀へ　　　して足へ。

ｾ局、新御所に見参　勾當局・姫御所・貞成息女にも服を賜る。
12．月27日 伏見呂ですす払いあり。三位　　院より戻る、”　　の↑口処するとの

磨B姫御所（治仁二女）御魚味・御深勇の祝事あり。三位、孫を抱いて
?

12月28日 心得　主・’　、明元　参る。

12月29日 旧月月’、一風呂に入る。　〃所治二、　光明　へ入そ。フ参局、　所（
?c）より帰る　貞成、姫宮と会う

12月30日 　修、経直、経興代目として劣るも神　の為門　に入らず。治仁門別で
?､　大光明寺長老参り治仁新御月の御代始に参る

年末 貞　、年　に後日の為に呂中雑　・仏　　詳細を記録すと記す。月次’
ﾌ、紛失を恐れわざと懐紙の　に書く　和歌百韻継続の決心

心724

正．月1日 早朝より　御所（治仁　イ　で三　　　あり。仏削で焼香礼　。（聞示
?ﾉて元日の節会あり。内弁三条大納言公量違失ありて嘲笑さるか。仙
ｴ御薬あり、陪膳左大臣（今出川公行）参　する

正月2日 長’朝臣、御所淵　に出仕。

正月3日 長’帰参し、淵　が＿　行われたこと、また　　懸光　・経が　年同様
ﾊ階不相当の五位職事末席に座したことを報告。奉行長澤、御旗を関東へ持参した功績により足利庄千貫之地を賜る。

正月4日 　ノ所、年始として　光明　長　　を招請し中　していた。、、心示　を復
?ｳせる。貞成等、今日から旧主大通院四十九日まで精進することとす
驕B元三日は別で魚味　　　　　　　　　　　　　　　　　・

正月5日 （聞）「　，、位あり。　　　　将西園　　水、入眼ム橋’旦。摘日口田
梶i清閑寺■俊）　＊　俊＝「官公記　24．1／8

正月7日 白馬即云。　弁は二宋　　言・　。他公卿　’出　。

正月8日 風呂始め。　、　赤位あり。国母　光　門院　原　子　二品に，、さる。

正月9日 旧主　通院の四十九日法要、．日看経する。
正月10日 p分。土ノ門　　　陰陽市　、　　八　を、参。　　、暦の、参’延を

ﾓめらるも、泰家陰陽道では立春を年始とすると弁　する。　・
正月11日 立　。六宋丁益但、布衣xで伏見呂　　’所　へ参　。　　別に　多す

驕@恒例の酒宴あるも新御所御方では忌中に付、酒宴無し朗詠のみ行う。
正月12日 貞　、　主（治仁）と一・。　　　「参局・姫呂　　　長　）r　　見

Q
正月13日 光明、故法皇のノ仏　あり。　主治仁焼香に入　。貞　は参らず。
正月14日 右少弁　修、経興参　。治仁、　年　の弔問の礼を表す。
正月15日 伏見呂殿上別で三毬杖を焼く。京・地下公拍は亭止。
正月16日 貞　、年始に決息の通り、一。（聞）示　にて　歌ロ云、　弁は大’御門

@氏　椎野（貞成連枝）十一日より疸　になる、近日流行とのこと
正．月17日 冷　正永、伏見呂に参る。

正月19日 貞　、　　していた’く琴　を一かに弾く。
正月20日 大通院月ロ日、　主治仁　　　　光明、へ暁香に参る。帰　　月　に。

闔｡仁・貞成持斎中なるも坊主に　められ　酒する
正月21日 関　から、去十一日日戦で上多氏　　　れ切　　（、雪下）との報あり。

椏s側勝利、御旗文字を書いた世尊寺行豊には追って勧賞ありとの事。＊世尊寺は代々御旗文字を書く家。

正．月22日 貞　、雨天の＿柳に囲　・双六を’くしむ。　　主参り、半こ所分割を　主
｡仁に所望する。

正月23日 　王、　蔵主所望の所領の　再三　入に付、伏見　坊田十石分与する。
蜷ｬ、新主の連日の博変張行を非難する。将軍義持、山名時煕邸に入御
ｵ進物の勧賞に子息（満時）を刑部大輔に。＊満時＝「康富記」24．9／25
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日
24日 　　、　’副力旧　　　一。帰　　　王　こ　　　　　　ヘエ　ロ

閨A和漢連句（云捨）あり
正月26日 三位出泉し　　院主と云う。　　　の　　　のところ将軍承諾との返　。

正月29日 ”阿　誉参　。　　、”阿旧、　通院忌中の。、黒衣　用の　で’、、と非

正月30日 　　、口　百日まで　　のところ一人で　古する。聞）将軍　・、弓
奄ﾟて後小松院へ参る

2月1日 　主治仁、故休翁　王年忌で　光　へ入　焼香。　光　恩領の礼に疹

2．月2日 伏見呂で　ノ’云あり。連日の張行に　　、日に治仁を非　。

2月3日 、　　そ、ち。三位、伏見呂のノ　として山洞へ参る（　の　　。
厓ﾕ。

2月4日 三位、院の御返　は年末年台で’れているが、いいロ　にはしない旨の
�吹@（聞）冷泉為サ逝去とのこと　「歌道衰∠之基　かと記す

2．月5日 近衛局　貞　継母　、旧主霊則で弓日から七日間百万遍芯仏を　行する。

2月6日 量原郷秋弓　列めて参り、’く百日まで　　に・、一人で生をこ　する。

2月7日 異様の医而参る。　主治仁以別　見　りに・、診、を許し　薬　せる。

2月8日 伏見呂干端の　が　れたので　　　　の木を、ち．り、　に　える。（聞
j醍醐と山科の土民確執し、玉櫛禅門が巻き込まれる事件発生。玉櫛これ
�O宝院に愁訴し同院幕府に訴える。将軍、侍所一色に命じこれを検断
ｷる。

2月9日 郭急和尚　　　院主　天　　に入院する。　がて引退かと云々。

2月11日 伏見呂　Z所治仁王、心死する　37、　。　　　　中風」と記す。
2月12日 治二王御　毘の　、　光明　は　通院の仏　と重なるので　光　沙　と

]定。治仁王莞去の事は幕府には戦勝祝賀の時期を配慮して、知らせな
｢ことにする。長資は内　小番で二十日間在京のため籠居できず。

2月13日
　　　　　　　、　光明　も　光　主も故早　し辞退、　　　く。　獅治仁王、毘の

w月坊主廓首座が髪剃り授戒。位牌に称号は師絶海中津が書道号「松屋
vと認める。公行より大原野祭の神事のため弔問できない旨の状あり。

2．月14日 ‘　毘のイ、　光明、が「回は特‖という状を出し、蔵光　、毘を了承
ｷる。

2月15日
　　　　　　　茂土弘の　’は’。　に’・かに’　　出。　光　　屋．、毘は陰陽而

O）にて寵前仏事、山作所で茶毘にふす。茶毘の際、大光明寺僧侶調経
�~める　代々の檀那寺の態度、遺恨を残すかと貞成記述する

2月16日 光明、長　、　帰　まで治二の　　らず」とする。　は深辺でそつ。

2月17日
　　　　収骨の日なるも雨天にて仏　＿し。故治二王の。　r上　　子、　　　　、を出産する。治仁王には男子相続人無く貞成が伏見宮御遺跡を相続することになる。貞成、伏見宮新主として鹿苑院主の弟子となるよう助言さ

黷驕B
2月18日 治仁男七日。特に仏　は行わず。治二　死に・、　　を疑うロありと聞

ｭ

2月19日 貞　の連　周乾・謬、　々の　へ帰る。’　　野、　　の柄中なるも入

2月20日 主心院僧正、山伏を　いとして弔問する。

2月21日
¥あり。貞成、毒殺説流布は当所地下の野心ある近臣の仕業と記す。賀
ﾎ在弘、忌中明け日時を鹿　院授衣は来る十五日とす

2月22日 心院殿、　いをもって弔問　る。　　　　・園削　　　も参る。

2月23日
　　　　　　　　。来る廿九日の　通院百ケ日法要に向け「日から三故治仁王二七日仏

梛ﾎ行。石見郷代官（法輪寺）より大通院供養として五百疋。鹿苑院主
謔闌芬�ﾟの件了解あり、但し室町殿の同意が必要との返事あり

2月25日 水無三立入道　《見　が子心を弔問に遣わす。
2月26日 故治仁三七日の仏　を引き上げて行う。
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「看聞日記L記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 盲　の　日

2　27日 　　、　w　こ心冒　　　して　　　　　　・　　・　口　追　　。　　こ
ｯ庵の僧衆にも御茶毘の布施を遣わす

2月28日 通院百ケ日追口の　　’あり。

2月29日 通院百ケ日正忌の仏　、わり、立　を吊　所に　置する。
2月30日 故四七日の仏　を引き上｝て行う。

3月1日 別　　祐」・　言　、’　・又衣の　催促の為に　　院へ向かう。

3月3日 ヒのn・の宴あり。
3月4日 故治仁王五七日の仏　を引き上｝て行う。　又衣の　は将軍　、のテ・八幡参詣の後に披露とのこと。伏見宮御遺跡相続・虚名（貞成毒殺首

d説）弁明の件で後小松院に使いを派遣する。
3月5日 　　に係る治二殺口のロ　、，名　につき、院は疑怒を、たずとの返。（

ｷ）関東公方・諸大名から合戦（上杉禅秀の乱）合力のお礼に進物が届く
ﾆのこと。

3月9日 故治二六七日の仏　を引き上げて行う。
3月10日 （聞　町殿　将軍足1」、氏　、石’　人幡呂へ参詣。

3月11日 、’ @　続・＿名牛消の　　の為　　を」野土へ派遣する。
3月12日 故治仁の位称号　　光院　　牛公　　　」と治疋する。
3月13日 光明　へ　光院の’骨を｛める。　　　　　　　　　　
3月14日 明日は　光院　中ユにつき早朝から写　。夕　には道場の　礼をする。
3月15日 光院　七の義あり、＿　中ユロ願する。　光明、でも形通り　行され

3月16日 、風呂に入り、　は別　　祐］・　言　と閑∂する。　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

3月17日 　　、四払云受の　で院へ　し入れたところ、返保。秘雀　田を
ｭわす。また、源宰相（綾小路信俊）に大通院遺物の神楽笛“棟光院の
･を与える。　　　　　　　　　、

3月20日 、　光院。　弓上　と姫呂　2／17日誕　　に列めて対面する。
3月21日 ’　の　、院より許諾あり、　文をもって　込むべしとの勅疋。、．名の

盾ﾉついては以後御前にて口遊せぬように仰せられた。
3月22日 　　、‘手　　　　　子　を開き目・と　口し中に重　の所・本あり

ﾔ却。三位以下、行蔵庵での花見会に行き、その後乗船魚釣りを楽しむ
@貞成は不参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

3月23日 三品が鯉を惨したので翫する。門削の馬場で　見。
3月24日 ’　の　将軍の了　を守る　、　　院に受衣の　で　いを派遣する。貞

ｬ、使いに硯箱と「近思録」五巻を遣わす。奏を打つ。除目初め。＊「
｢間流布事

3月26日 　　、御所旧　に’び、不動堂遠見の所で酒宴。　　院より女　のfで
ﾔ事あり　朗詠・乱舞など楽しむ　除目入眼

3月27日 光院の’品の中に　　を罰子として　助する旨の　通院の文日あり。
3月28日 長　に少日天　　一冨を　える。後小公院、　調を　すとのこと。
3月29日 　光院　七の儀、目’　　。　通院の　　吊　所（終焉場所　の板　を

ｴ浄のため鉤をかける。二日の大般若経転読のために道場を洗浄。（聞）
繽ｬ松院の体調やや回復。端午の続命縷の時節可否を将軍に伺い許可を
烽轤､。

4月1日 朔日。

4月2日 　光院　七の、　　どして　受右　詰あり。貞　、次　を記す。後
ｬ松院御悩により泰山府君祭を土御門泰家宿所で行う。＊文保元年七月
¥七日前例

4月3日 、梨　の　（甲。は　梨木、　　　　を山洞へ’めることを決める。
4月4日 、別　　の去二日の諌めを受け、’く・　詠の　　をする。

4月5日 　’、山洞へ日状と米　を遣わす。　栄、　光明、のW所目領分に付、
蜥ﾊ完（故ぷ仁親王）置文に書き加えて遣わす

4月6日 後伏見院聖忌の仏　《　」　　三百　W番）に供　米を下行する。
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日

4　7日 ’”、に　田　で　　。　　丁　　　　ム　W　　　参呂　　　　　り。

4月8日 方心　より陽明局（母）へ和．到来　日状　。　　返歌する。’くあり
B長資、楽の稽古をする

4月9日 削日の返歌（予）につき方心　よりまた返歌。
4月11日 別（源）宰相が院（後小松　の返　　（ノ甲受領の由）を・参。　、’くあ

4月12日 早朝より’く　り。昼にも’く　り。　　　　。盃酌源　　　沙汰。

4月13日 豆原郷秋参り、’く　り。別（源　　　帰る。

4月14日 月治仁死去により延期のイ香呂　’くあり。’く頭丹”く法師。
4月15日 結　月’。弓日から三日間油　　長谷　に立願のこと。　日同　、御香

{猿楽あり。河原院御堂焼失する。近年この聖天の霊験あり、人々群参
ｷる

4．月17日 茂朱あり、　　は中山特言心。　野より琵琶　孔雀」を取り。せ
驍燻U々に破損　今夜亥刻、京　六角町焼亡

4月19日 風呂に入る。晩に’くあり、妙日天に　ずる。

4月22日 三位をfいとして　　院へ遣わす。　首坐（比丘尼）参り、栄仁の遺品
�黷ﾂ賜う

4月23日 ’く ?閨B長’　伴する。｛の三位帰る。　　院、将軍に受衣の↑　　の
ﾆころ問題無しとの返事

4．月26日　　　A 後圓融院廿五年忌の為、　’く光院にて’経供　あり。乾　主、局野山に
Q詣し栄仁・治仁遺骨を納骨との事。冷泉前大納言為サ息為之、後小松
@に初参。

4月27日 ’く ?閨B景’目・郷秋・　秋参る。三位不参。

4月28日 光明　預託文日　を取り。せ、将軍への’　選疋。石帯・御手本
4月29日 貞　、将軍への’物として石帯が　当か　　左・に　　を乙う
4月30日 椎野より琵琶を取り。せる。又　々に　　していた。

5月1日 朔日。

5月2日 貞　、　　院へfい　三位　に将軍への’物を・たせて派遣する。（聞）
剋搦對ｪ講（義満供養）今日から始まる　＊「後崇光院御文類　21号

5月3日 三位、　　院へのfいから戻る。院王は’　を明日将軍に見参に入ると
ﾌ事。

5月4日 早朝より伏見呂へ云　耳参る。　・で干を耳く。貞　恐　ありて。二首
B貞成、将軍へ薬玉を進呈する。菊呈より菖蒲根・枕等届く。禅啓、法
ﾌでありながら備中守壬官を所望し補壬さる（山名の力か）。

5月5日 、　のp云。　　、入浴する　　“湯か）。

5月6日 、、八講結願する。

5月8日 貞　、一宋辺で酒屋下　が、　狸が化けた’に追われる話を聞き記す。
5月11日 院から　三位に明日来るように」との日状あり。
5月12日 三位、　　院より戻り将軍への’物の　、女　の　、番　国衙の　を報

吹B

5月16日 貞　、・一する。伏見呂の面々、双六に興じる。
5月17日 伏見呂に女一坐頭　千一坐頭の　子　参り、平家を　す。
5月18日 来る二十二日は　光院百ケ日につき仏　の準備。近衛局　水　」との診

fで仏事申沙汰不可に付、寿蔵主に申沙汰を仰せ付ける。
5月19日 寿蔵主、百ケ日仏　　行役を領状する。女一　坐頭　参り平家を　す。
5月20日 女’く院長　が参る。r　より　光院仏　台まり看、結番を疋める。
5月21日 女一参る。道場で平　　を　す。
5．月22日 　光院百ケ日の仏　。　　、フ日で退出の女一に琵琶エ、茶羅茶　を与

ｦる　大光明寺に御所　田を棟光院笠提料所として寄付する
5月24日 地　講あり。その後、　　のざで列めての連歌を行う。
5月25日 貞　、　　院とム橋　山洞　X　へ催促の為に三立を｛いとして派遣す

驕B
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「看聞日記」。記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日
5　26日 日、一坐　日　遅。　　、、え　。

5月27日 旦原郷秋参り’くあり。三立　いから戻る、女　の　いまだ　　なしとの
磨B将軍義持、二十日より北野社へ参籠

5月29日 豆原郷秋参り、’くあり。

閏5月1日 朔日。三位借所に厩を浩イ。

閏5月2日 貞　、宇治川（月見岡下）に白目現れ　刈の小里を”き上げるとの‖を
Lす。豊原郷秋参り楽・朗詠あり

閏5月3日 玉ロ”門借りていた　平戸記」を返　の由、二宋、　が　し出る。

閏5月4日 山洞より’所到来。　谷は梨　の礼、文永三年十一月ノ移街記の日写
ﾋ頼

閏5．月5日 貞　、即　院に預置の　を取り。せ後深　院’移徒ノ記を選出し臼写す
驕B去る二日、真修院（崇光院仕女、相応院や入江殿今御所等の生母）
竄ｷ。

閏5月6日 後深草院’記一”の臼写出　、山洞へ’呈する。他の。類記も　せて
oる。琵琶（仙洞）修理のため菊亭へ遣わす

閏5月7日 山洞より御日にて。類記の　頼あり、’　〃。類記・　次　を’呈する。

閏5月8日 貞　、　月　に行き　光明　長　と　蔵主の削燈羅　　を・、聞する。

閏5月9日 貞　、伏見地下輩の流行病退　　　の為、業女、　明房に二王講を読ま
ｵむ　伏見宮にて男女が　を打つ

閏5月13日 （聞十種香を懸物にて闘わす。　野が盃酌を張行したとの　。
閏5月14日 伏見呂　所にて毎年亘例の芸脚茶云　順　　を。める。御所旧　の石を

ﾞ蔵庵が引き取る、但し瀧頭石は引き取りを許可せず
閏5月16日 台所順　茶、行蔵　で行う。後聞、茶順　ではなく寿蔵主の別の張行。

蜷ｬ、大光明寺へ御記以下の櫃十二合を預ける
閏5月17日 、昼頃から柄悩、　’丙を疑う。十五日にも　違例之気」あり。
閏5月18日 、未明より　’丙発fあり、その後治まる。

閏5月19日 貞　、法女　　明房　病昧を　せ、弘法子’　の濯水を　む。
閏5月20日 　　、退　　曽が　病を　で・とすというので年　・発柄日を日き遣わ

ｷ
閏5月21日 明け　に　明房参りロ、。退蔵　僧も　を行うとの　。昼再発s夕　醒

ﾟる。
閏5月23日 明房参りロ、する。r日は発イなし、ロ、のおかげか　の効　か。
閏5月25日 貞　、入浴する。　調違例回復する。
閏5月26日 聞）北大　辺で弓’騒動ありとの　。

閏5月27日 　則、即　院に強”十人が入り衣’具足　　い取る。預置の記・　は
ｳ事。近衛局の腫れ物平癒する。医師（大光明寺僧）に禄を賜る。御茶
㍽磨A御所様頭役に付、召さる

閏5月28日 将軍　持、後小松院山洞へ参る。　茶順　、　所　頭役に付、召さる。

6月1日 貞　、早朝に笈　王里に参6日、その後合’びする。合上で云口の歌云
?閨B

6月2日 即　院強’　　で伏見　地下一　、　原・、　人供行　・土民等すべて
芻°{の宝前で起請文を書かせる

6月3日 貞　、　調　く’く・朗詠　催し酒要。

6月4日 早朝より’くあり。秘蔵の名笛　　王、ハ、」）を綾小　言　に　与する。

6月5日 早朝より’くあり。台所順　茶’　する。

6月6日 ’く ?閨B（聞）後小松院、　’口山漸所へ来十九日に遷　との　。よって
｡夜より妙法院宮（尭仁法親王）が鎮宅法を行うとのこと

6月7日
氏園云始まる。関東｛　ロがこれを見物したという　。田向長’、　、毛‡の指燭役として出仕する

6．月8日 弓出川　　中将公富、中“言に　’との　　6／7・）。

6月9日 貞’ ﾟ　一へ公富昇’の　義を貝る。長’　、毛法の　　役に布衣で出仕．
6月10日 長’戻つて、　、毛法の　の様子　　　役は殿上人六人　）を語る。
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日
6　11日 　　、の璽　こ　谷　　。こ　　　死の’こ　一　旦1の　ので”

ﾟて。今出川公行より、公富中納言拝任に付、仙洞御移徒の供奉勅許あ
閧ﾆの’あり　＊文永二年の西　寺供奉の例

6月12日 三位、　酒’台　、参し　則　　に入れる。これ亘りなり。

6月13日 即　院強’の　で、三木三βロ　叱Bが三区の仕　と　状する。
6月14日 合水“涼の順　あり。弓’　　の　疑に付、三木口理ハ“関糸と主張する。

6月15日 弓盗　fで　状人次Bを　所へ召還する。三木目理は明日に延期。
6月16日 弓盗　fの谷疑　　　・XB、　所　一　　へ出頭、三βは出頭せず。

O木善理以下、松原無垢庵に集結との報あり、召し捕らえるべしとの評
閨B貞成、三木三郎は畠山被官人である点をを配慮して穏便な処置を希
]。

6月17日 三木三郎等出升。沙　人　、関糸主毛を駝　するもロ理毛は顎予する。

6月18日 口理目領の，“垢　、　断火は　れ闘所として即　院　　目　　へ。’
B善理一件、畠山へ伝えたところ立腹とのこと。伏見宮の門車突が遺体
ﾀ送で楊れたので大工に取り替えさせる。

6．月19日
　　　　　　　　　　　　　洞院　へ　　〃　　あり。供　人　状は別　　　　　　’口山洞ノ所後小公院、

Lす。水火童・黄牛等あり。文永三年十一月の富小路御移徒の先例を踏
Pする。

6月20日 心舜蔵主（通院呂　、す。虫　を恐れ没所　厳院塔頭から一かに’
ﾀ出　白山、ご木差理の処分に対して立腹とのこと

6月21日 三木ロ理溌により伏見　下司　半分を退　　に女　　約。
6月23日 　　、山洞へ　移徳＿幌を　　状を’る。将軍へも同じく’る。　聞写

髏蜩ｴにて仁王講が行われるとの、と
6月24日 貞　、三木闘所の半分を三位へ与える。

6月25日 、三木闘所の　、一。を　光　に。’する。
6．月26日 　日の即　院　　のことで　　兵。　　　　所　へ三立を派遣。三　公

?A伏見宮へ参る。恵舜（貞成連枝、公雅の養君）弔問のためとか。
6月27日 三位、　　　　所所司ざ　より戻る。　人闘所の　将軍に　　するとの

ﾔ事
6月28日 、三木闘所の一。を　　丸へ　　する。

6月29日 貞　、三木闘所の　、口理に　領　れていた　田を元の地下輩に　　す

6．月30日 　　、服暇中の六月祓にっき　　土弘に尋ね、問題＿しということで行貞う。仙洞より御移徒祝賀の状の返書あり。蔵光庵主闘所寄進の礼に参る

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊公富息＝23．1／。今出川公富嫡子（二歳、母は故長頼息女）死去する。

Q2生
7月1日 貞　、緒J・　言　に三木闘所下地を与える　房　日を遣わす。　　に

?蛯ﾌ招請により山崎超願寺へ行く
7月5日 貞　、法女、へ一記　の　口の入った文日　十七口を預ける。

7月7日 七夕の　　法くを服暇中により略して行う。　山洞でノ　ロあり。

7．月8日 干　盆　経、舜　主　心舜　の忌中にっき’く＿しで行う。山洞での七
芒y・花合の席上、中院光相が布衣’での列席事件を記述

7月12日 原郷秋、再叉　　に　・公行の　挙状をもって三木闘所を所する。

7月13日 陽明局、京へ　　参りに行く。　“院塔にて　　’あり。

7月15日 ’供あり。　　、　光明、　’　、聞に行き　に石弗芯仏拍物を’・かに

ｩ物
7月16日 聞、陰陽　土〃門　　他界する。　　　富　　也」。

7月19日
a。無垢庵下地田を惣得庵に寄進。（聞）称光天皇廿三日に仙洞御所へ行
K、廿八日舞御覧の予定。昌訓小庵跡の井水辺で納涼。正永に昌訓小庵
�ﾀ堵。

7月20日 廿四日地蔵講を引き上げて行う。　　、’　　野　の所　により”所割
ｪ。無垢庵屋敷は行蔵庵に法安寺薬師灯油料は三位に返付を仰せる。今
驕A田向で燈櫨供養ありとの｝と
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「看聞日記止記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 盲　の　日
7　21日 ノ、　　疹　　”　　　。　　　、二日丙　　　参　口　　。

7月22日 原郷秋砥戻し’くあり。

7月23日 称光天皇、後小公院　’ロ山洞　所へ　　あり。長　病を　して供　する。

7月24日 廿八日の　ノ　を長所するも三立所fの予　に・、許されず。
7月25日 長’　　一所　の為、　原郷秋を　　として万秋’く秘局を云受する。

7月26日 聞）将軍　・、院へ参り順　茶　の頭役として　沙　する。r出川左・

d態
7月27日 、院・将軍への八朔の’物、“服暇中に付その可否をき　に尋ねる。

7月28日 山洞　所にて　ノ　ーあり。　・丙欠、長’は所　すれども許可　れず不

Q加
7月30日 、重　を　　として「出川　・公行の’丙気を見　う。

8月1日 八朔。　　、’　を将軍・院ほかへ　ずる。

8月3日 将軍より八朔の’　のお返しが届く。　苧　「出川）より三日懸。

8月4日 削　　¢小　言　参り　懸の’　を　ずる。将軍お返しの小　を　中に

ｪ配
8月5日 ’く 閨B長　、　イ　の　許が＿かったことを恨み生をさしおくとて不

Q加
8月6日 秋期彼干の　日。　蔵主劣り　坊田を　光院に「年から割分する　、、請

ｷる
8月7日 ’く ?閨B　　、　　主にイ坊田を一期　行すべしとの状を発給する。

8月8日 拓」・　言　、　　用材を所領　漣ロ郷より取り。せ、　　に．’する。

8月9日

8月11日 口理後任として‘香呂　王　に口国　　所、　が　　るも、　理が神田
�?pしたため神主職の維持続が　こ的に困難なため辞退する。

8．月12日 、正　彼斥　旧願する。将軍　、、石’水八幡　　云上卿役として下向

ｷる
8月13日 長　、　生云X将　疋役　として人幡へ勿る。
8月15日 石’月水人幡　　云、将軍　、を上卿役として”　に　行される。貞　、

ｼ月を見て連歌一折張行する
8月17日 月に・、’。一坐あり。　　　　　　　　　　　　　　　　　、

8月18日 、　所旧　　（伏見　で　ロいを’くしむ。

8月19日 三位、坑別国主口本土領　　の　　入れ、　　より　日を賜う。
8月21日 　　、三日病に臥せる　・公行に見　いとして滋　の、、、鯉・、　を遣

墲ｷ
8月22日 　　’　椎野　、　坊田分　を謝し酒宴を催す。　　、双六の。、に伏見

{に届いた八朔進物の一部を懸物として出す
8月23日 野殿、　　光明　　に帰る。

8月24日
将軍　・、　都へ下向する、しばらく逗　とのこと。ノ香呂　主　後任の件、圭國了承し補壬される

8月25日 退　　王参り、伏見　下司　半分　ム　　約　の女　　日を　家に賜う。

8月26日 　　、去目順　を沙　する。　所所司ざより三木ロ理を来月一日の御香
{祭礼の神事を勤めるために帰すとのこと。貞成、将軍南都下向中の沙
ｿに付、不　感をいだく　＊「中央之儀

8月27日 貞　、　日の所司ざよワの状に対する返　を三位に届け　せる。
8月28日 貞　、即　院に預置の文目　を取り。せ目録　口する。三木闘所小芹河

ｬ田の下地を名主職の地下輩に宛行うも代官永藤違乱が問題となる。＊
?k145号

9月1日 都から　　院の日状あり。〃香呂示礼は三木口理にて　　を行うべし
ﾆの将軍の仰せを伝える。

9月3日 　　、　病の発イ。将軍　、、　都からの帰’　光明　に立ち。る予疋

]々
9月4日 、　　院と　所所司代　　　に目　　処し　　をもって　し入れる。
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日

9　5日 の　’丙　　　退　　の　　S・引こ　　こ　　。

9月6日
三位が　　院・富　　への　いから戻る。　、は口理一人を。、き他の輩の帰住は認めない考え　安一座頭、伏見宮へ参り平｛雑芸等を申すb

9月8日 ’所門狭小に付、ノ香呂朱礼の神　　を田向伯所経由とし、桟　を設け
驕@重陽の節句の備え菊に綿を着せる

9月9日
　　　　　　〃香呂示礼、三木口理子心と　　神主口國が同　し供㊤す重陽のn句。る。貞成、今日より百日の間、四弦・音曲・和歌等の稽古を始める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、石清水八幡に

9月10日 伏見呂に而子　参る。　、山田呂で　’くあり。将軍
｡日より七日間参籠する

9月11日
　　　　　現にて猿’くあり。　　、’・かにこれを見物する。将軍より三法女、と木の件に付、善理以外の者の帰住は認めない旨の仰せあり。六条庁（長

u堂）益直参り、播州国衙検注の件で子細を貞成に尋ねる。
9月13日 貞　、遊山に出かけ、松原辺で　口　耳　をとる。名月　　の’歌一

?閨B＊「看　巻二紙北　　紙二
9月14日 播州國衙注を　行　ロ、経興にロずる。’くあるも長’いまだ生を　さ

ｸ。

9月15日
A勧修寺経興奉行として承諾する。信州五ケ庄を山科教興が院宣ありと
ｵて押領する、よって停止を院に奏する。

9月16日
　　　、、石摘水八幡へ下向とのこと。番州国衙　注のイで　行勧修、将軍義経興に令旨を発給する。年預は未補。三木闘所小芹河小田を永藤が違乱

ｵているので一献料を遣わし停止させる
9月17日 廿二日に三位・重　・長’　がサ　参呂するということで貞　’別を貝

驕B

9月18日 地蔵講あり。参呂の面々廿日より目’屋に入る貞　服暇に・御所に砥戻
ｹず。将軍義持が伊勢参宮。将軍の諸社参籠頻回に付、何の御願かと世
lの風評。

9月20日 正永参るも、服暇中に付、Z所には入らず直　月’屋（口國家）へ入
驕B

9月22日 サ　参呂の面々出発する。　　所願　就のため代官を派遣する。　　院
蛛A近所蔵光庵に来たため貞成が伏見宮へ招くも将軍への遠慮か応じず．

9月23日 将軍　・参呂より下向。伏見呂では’くあり。

9月24日 ねてからの約　により　苧　「出川　より公・石を取りに来る。’くあ

9月25日 貞　、’く・朗詠を稽古する。後深　院・伏見院・ホ光院勅書を鑑　する．

9．月26日 ’く・朗詠等あり。

9月27日 ’く ?閨A　　朝夕稽　に励む。

9月28日 早朝より’くあり、　　稽　に励む。

9月29日 ’くm古あり。将軍　・、六乗院　比丘尼を泉・　長　に請い入院を弓い
驕B

9月30日
　　参呂の面々下向する。地下輩、　治木幡で　迎えする。　迎えの帰サ路、源宰相（信俊）意識不明に陥り御子の祓いなど様々処置する

10月1日 テ　参呂の面々より土　をもらう。綾小　言　、柄気本復し参る。

10月2日 サ　参呂の面々、’別のお礼に酒宴を沙　する。翻国衙別必　注分を
@　　　　　　　　　　　　　　　　　する御恩として分与する　令旨を重資が執

10月3日 参呂坂’の還礼を行　　で行う。堂上・地下人同　で坐混乱する。

10月4日 早朝より’くあり。テ名物　を少々分　する。

10月5日 貞　、蔵光　の紅　を見物する。一山墨　　二　）を返する。後に
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今夜は亥子月庵に行く　寿蔵主より　勢土産をもらう

10月6日 之殿が参る。　聞）r日から」野一万ロノ経が台まる。

10月8日 　心に　光明　長　が参り去　から所　の　　院主の衣鉢法号を・参す

10．月9日 貞　、　通院一周忌が近いので「日から法　経一。の日写を台める。
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「看聞日記L記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　目
10　10日 　　、二立　　ロ　し　　兀へ　　1万の’　こ．．　’　疋　　　王

ｷる。三条公雅が伏見院震筆を所望にっき詩歌・仮名源氏詞写本を遣わ
ｷ。八雲抄を借用願につき貸与。顕注密勘一帖を返却。芝殿以下参宮へ
o発。

10月11日 三位、　　院への｛いより戻る。院主留寸、よって　蔵主へ預ける。
10月13日 　院　蔵主より　馬の礼状が届く。　工源　老搭が琵琶の修理をする

ﾈ前に修理して菊亭（今出川）へ遣わす器
10．月14日 　御所御　と・仏堂を障子で仕切るように　礼する（工源　次B＿当

@。貞成吉服の時期を以前信俊が尋ねたところ来月中にとのこと、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時）勘進は追って沙汰。禁裏で廿九日より御笙始め。足利義量、来月元服と

ﾌこと。
10月16日 入江殿rノ所より法女　田知行の　で　一円知行」として伏見呂に返還

v求。貞成、伏見宮分の一町返還要求に多年無沙汰で今になってと迷惑。
10月17日 承仕明盛が　町院領武蔵堀池を後小松院へ旦に所　し　動する。同地は

i圓寺に寄付の他、預所職は勝阿であり、この訴訟は不義の至りである
ﾆ

10月19日 疹呂の面々．“戻り、当所　現で　’えをする。
10．月20日 番匠（源　次B？）を召し、、仏呈の　礼を旦　せる。回忌法要準備か？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

10月21日 三品、入江殿へ参り法女、田　に・、伏見呂の息向を云える。法女
ｾ房、内々に住持職の補任を求め、よって貞成、女房奉書を下付する。＊十一月四日条関連。

10．月22日 左府吟出川公行）御所旧　の石を所　に付、　石五つを遣わす。山洞
u候の別当局より明盛が院に武蔵堀池の件で御口入申請の動きと報告

10月23日 　　、　亭より石を取りに　行として　た旧交の看所、父子と再云。三
i、入江殿で法安寺田知行証の応永三年法皇発文書を見る。同三月に五

10．月25日 伏見呂に　雪。穴乗　比丘尼　所が将軍　・の’助で景愛、へ御入院。
｡日から石清水八幡で三日間法華経奉読。北野社万不部経衆千口参加。
ｫ軍の御願。

10．月26日 豆原郷秋、伏見呂に参り’くを行う。

10月27日 豆原郷秋、伏見呂に劣り’くの　　を行う。　　　　　　　　　・
10月28日 三品の循所’口営の　始め。　地は　厳院昌領地。この地は以削　通院よ

阡q領。賀茂在弘吉服日時を十一月廿二日と勘進。入江殿へ法安寺田一
盾ﾅ使いを派遣。＊前年十月十三日・同廿二日関連。

10．月29日 亘例の　順　、弓　からイ湯殿上であり。　々くじで結番。玖子。
10．月30日 入江殿にr年～明年は三分一、以後は　。返還という宋fを云えるが承

�ｹず
11．月1日 貞　、　野に預けていたこ鱒面一つを取り。せる。

11月3日 　順　あり。（聞）示　門院　後光’天皇後呂　が院山洞へi　。将軍も
@へ。

11月4日 法　、住・　　’中風で　、、よって　明房同　　続。子　中に女　を
閧､。

11月6日 明房女　を　行三位日下す。　明房お礼に一　・参。

11月7日

11月8日 貞’、　通院一周忌の為、弓日より目’謬、一。

11月9日 勾當局、弓タ　参詣のついでに伏見呂へ参る。日　・酒要。
11月10日 修、経興、国衙検注　は　凶イにより年貢収綿、“しと目状。

11月11日 勾當局が弓日帰るので酒宴・乱　。（聞）弓出川公行が　富・公富に’くを

`授
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日
11　12日

　　　　　　、r　　　　刀、£後｝　ロ　ー　　の　　で　江　　茜《女、田の

ｷるも永代か一代限りかでまだ紛争。貞成、大光明寺長老に対し三木善
攝_職復帰につき闘所　　地の返還を促す

11月13日
　　　　通院仏　の　影に参る。　　は仏　中は退せぬよう言われる周乾、。大光明寺長老徳祥の天龍寺登用の文書到来とのこと。田向く新邸の立

件纉盾ﾌ儀あり。
11月14日

　　　　　　　、「日から台まる。　　、次　を詳細に記す。仏　半こ通院一周忌仏として播州国衙役を奉行勧修寺Z興に催促のところ国大損亡として渋る。

11月15日 野殿（　連　）より　通院、のための　　　写の1　経一。を賜
驕@（聞）仙洞御所で月次御楽あり

11月16日
　　　言　、　通院《要の講　・’く　　の　頼状況を報口。　光明・綾小長老徳祥、急きょ天龍寺に入院のため貞成に会って暇乞いできず状で挨

Aする
11．月17日 仏　半このfで　行経興に再三催促するも沙せず。　藷講での”を

ｷる。田向経良・長子父子、臓法講での所作を断る。
11月18日 　　、三位　経　　に目状で’名講所イを促す、父子承諾する。　　、

泱@講次第を詳細に記す。経興、播州国衙役奉行として沙汰催促に応じ

11．月19日
　　　　　、　に配分して1　経の　写を行う。一・川心、’くあり。貞　　以下

�ｾ寺長老職徳祥後任に文鼎和尚（万寿寺前住）が入院する。椿一検校
Qり平家を語る。その後御湯殿上で薪順事あり。

11月20日
　　　　　　　　　　　　　　　　　以下招請するも不勿。　一、　　　　　　　　米こが貝られる。長大光明、から御仏

黷ﾅ平家を申す。貞成写経するも間に合わず外題のみを供養する。奉行
o興、仏事料二百疋（播州分）を納枯六条庁（長講堂）益直代官経直
Qる。

11．月21日 通院の仏　が＿　．わる。　　入浴’7する。　一平　を語る。

11月22日 ．、服＿　に明け、口服の義あり。　　　　を．え酒要で酊する。

11月23日
　　　　　　　　　　　　　　が頭役。’。あり　一も勿日する。　　　　　　　　　　　　長　　　　　　順　　　　　　　　あり。御湯殿上で一、平家を申す。長資は禁裏小番のため出京する。＊「看」巻二紙背

�?
11．月24日 綾小　言反、役目を．えて伏見呂を退出する。　一も退出する。　に’

ﾌ。
11．月25日 玉　が退出するので　通院秘　の文殊一　を遣わす。　　孔〃’琵琶を

eく
11月26日 順。三木口理、公人を｛に　　の返・を・’める。上息といっが証状

ﾈし
11月28日 一　8　経　日写　を　光明　イ　削に　己する。三位、　’ロ循所完

ｬなれどもこれに移る。菊亭より室町院領河内国高柳庄の押領を企てて
｢る者ありとの知らせ、よって貞成、応永廿三年十月九日付の令旨を作
ｬする。

11月29日 削　相より明盛が武　堀池を所　する由、山洞より卯せあり。　　目禾
ｶ）

12月1日 将軍義・子息足利　量ロ冠元服する。

12月2日 武　堀池のf、返　する。芸陽市　茂土弘、、　年。の　文を’る。

12月3日 貞　、武蔵堀池の　で　亭　公行か　と　影する。

12月5日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。「月十三日は参　と　　、右君　　量）元服の　義　状を将軍へ’

ﾌ事。庭田重有、風気退散せず陰陽師に尋ねるとのこと。長資の妻、女

qを出産する
12月6日 納≡程鑑縫莞月嬬よ纏嬬の羅麟語竃三土に

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流行を心れイ百所を隔12月7日 　順　。　　風気にて　、、、子心　　丸
ｷる。貞成、豪融僧正・栄仁親王（故人）・治仁王（故人）と連歌する
ｲを見る。
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「看聞日記L記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　田

12　9日 　　土　の　　こ　い、　’　呂で　　　い　イ丁り。　。、　　。弓
闔O日間、田向（経良＝三位）新造宿所で不動供あり。庭田重有本復す

12月10日 故西　　　　母　の年忌の仏　あり。
12月11日 原郷秋参り、’くあり。

12月12日 ψ小　言　、武　堀池預所　を明　にとの院　口を、参し、に任　を
翌驕B貞成、院の意志につきやむを得ず明盛に女房奉書を与え預所職を
ｽじる。　　　　　　　　　　・

12月13日 武　堀池預所　の削任　”阿、院の　口入につき　むを得ず諦める。、
ｬ息女二歳となり髪置の儀を行う。若君足利義量、参内し、ついで仙洞へ参る。大光明時前住徳祥、天龍寺に入院する。

12月14日 将軍足利　、に半われて子、、量参　し、影に山洞へ参る。
12月19日 　茂土弘、伏見呂へ　　二’八　　を、参する。　　、百日’結願す

12月20日 　　、　光明、に陛香に疹る。　月　にも参る。天目　心羊、　光明・
ｷ　時のお礼に参る　兄も鎌倉建長寺長老就壬とのこと

12月21日 方心　　王　参り、和歌を詠む。
12．月22日 順　。　P分。　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
12月23日 立　　ロ。明　預所　任　以後、はじめて伏見呂へ参る。《女、　’入

ﾅする　遺跡は良明房が付属されているとのこと。
12．月24日 、伏見　田一反を退　　に。’する。　順　。
12月25日 、、　礼の口状を山洞へ’る。

12月26日 治。卿　　参り、　通院との　約と　し　町院領備中国　　保を一円
s仰せ付ける令旨の発給を申請する　よって貞成、令旨を与える

12月27日 町殿へ関　以下言門　が、　礼に　参する。天皇貝馬　　どのこと。
12月28日 から将軍への目状には関　の例に準じ　誠心謹言」と白くべしと。
12月29日 甘　・別　己言、伏見　　延光　　王　を　山承　に返付を　し入れる

@土御門泰継が新暦を持参する　菊亭より書”あり
12月30日 、の　Kに　　　のイ　参る。　ロ　経興、翻国衙の年貢を惨す

心フ25
令

正月1日 早朝より三　　義（聞　p云。院　’。拝礼。”≡　　　。

正月2日 聞）　、院　’・／　・出．　の＿W　を記す。二　院　信駝亡。

正月3日 院　’。

正月4日 千　　、、伏見呂に参り　言を　す。長’、三木闘所小田の　で源
ﾆ不和

正月5日 伏見呂で日’くロめ。　聞）叙位、　　は二宋　“言、　とのこと。

正月7日 弓　。　、地下殿原　公拍参り、種々異形の　物学」を行う。（聞）白馬
ﾟ会あり、内弁は大炊御門大納言宗氏とのこと

正月8日 〃湯始め。　光明　長　　参　。　　王、六日に首坐に登用される。

正月9日 心得　王弓　　明元、　、当を、疹　る。これを一し酒要・日　。
正月11日 　　、　香呂　周辺の　土に参詣し、口って・固めの義行う。地下輩を

｢し猿楽を見物する　一星祭御祓など行う
正月12日 、後小松院への　口を長’に託し山洞へ派遣する。

正月13日 町経、・六宋丁益但疹　。　光明　　長　　、示光院忌日に・焼香に参

正．月14日 長’、山洞への　いから戻り、　口　　の由報口する。
正月15日 ノ粥・弓　。三球　を鑓く。地下　石井・山・・船’　松拍参り種々風

ｬ
正月16日 　　、　歌ロ云出仕の為出京の長’に将軍・　　院への日状・　礼を託

ｷ
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日
17日 ’く @。　　、泉　　戻　　心先の　口　　　　。

正月18日 郷秋参り’く　あり。別　　　’ありて不参、再三の召しによう　く応
ｶる

正，月19日 早朝より’くあり、．わって別　　帰る。長’、八幡土へ参詣。

正月20日 光明　長老　、焼香に参る。　牛由小　三位入道、°礼に参る。
正月22日 心　、　衛門　、土　を・って参る（　と旧交ある人物か）。
正月24日 貞　、雨天に付、双六を丁って過ごす。

正月25日 （聞）義嗣、’　を止てるもロ寸言山川ロ　に討たれ　頭」は、所所司
纒x樫から等持寺へ。寺家・義嗣旧宅は放火、義嗣の子息は伊勢宿所へ
B去る廿日に陰陽師（安倍）晴了が「兵革瑞」と占う、よって討伐を急
ｮ。

正月26日 連　椎野殿、土　　　・参する。
正月27日 、ノ 葛戟@月見岡辺で野遊び。その後合’びし酒宴。
正月28日 貞　茶云を張行する。足利　嗣の子息死　を免れ　涌　喝食となる。
正月30日 ・和歌豆冊を配り来月三日に和歌　講。双六云を催し貞’が勝つ。

2月1日 、松山に’山し公を堀取り　削に　える。

2月2日 茶云（順　回茶　。　聞）明　法橋去廿二日に六宋殿預、子息は後戸に’
ｳる。

2月3日 明　子息千代寿（賢）・梅寿（↑賢　山洞より名子を賜る　酒振る
｢

2月4日 田向にて茶云あり。

2月5日 三十日に出題の和歌を　講する。左・弓出川公行、ム橋　旦聖　法’くに
a歌勧進の計画ありて貞成にも出歌を促す

2月6日 茶云順　　（回茶七所”　　あり、寿　主頭人なり。
2．月7日 三位以下松山に公を取りに行く。帰りをそ、って連歌を行う。

2月8日 日日の松を庭に　える。治二手　えの栗の木を三立所望につき与える。

2月9日 Z香呂・不動堂へ参詣。　光院（治仁）一周忌、三、　行台まる。
2月10日 、正　　千彼序　列日。長　局より仏　”の助　を受ける。
2．月11日 仏　一・，、、、心　行う。

2月12日 法　経日写、焼香　の仏　あり。梅見’一。
2月13日 、正（　彼干）中日。
2月15日 彼芹仏　。　　、父　通院の五。　乗経臼写の’心を継き日写を決思す

驕@（聞）御室新御月　（将軍舎弟）廿二歳で入滅
2月16日 、正　彼干　結願。（聞）石井　中　　堂則）に。　出現、狐かというロ。

2月19日 貞　、　亭へ」野法’くに和．十三首を詠み遣わす。
2．月21日 正月十日六宋殿後戸サ　八幡土の戸からバ侵入。蚤異として　般右経

ﾇす。
2月22日 、、　明房　坊主開」　坊主任　　　の，が、法女、に行く。帰

ｩ
2月23日 　　、’香呂馬場へ　見に行く。　所でも　見の妹、ノ香呂聖　　が酒

搦Q。連歌一折　＊「看　巻二紙北　懐紙三
2月25日 聖　法’く連歌あり。三立、　　院の返　を報口。来月より月次連歌を台

ﾞ。将軍義持加冠役をつとめ、花山院忠定猶子耕雲（長親）元服する。
哩梔i二三年十一月九日条参照。

2月27日 　日示。r出川公富上卿役として下向、左・公行旅宿として三日間逗
ｯ

2．月28日 、伏見呂東庭に　　を　　に小弓場を設ける。
2月29日 伏見呂　庭の削栽立石の為、才学のある　光　　（主？　を召す。（聞）小

?蜚[言入道（義満舎弟、義詮）、病気で重態とのこと。
3月1日 ノ’ ｬ弓張行あり。　酉　刻に日　。

3月2日 小弓張行。
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 盲　の　日

3　3日 “、　　　、　’　呂に“。ハ“　　”　日　る。泉　　小　弓　1　　　’；
縺B（聞）筑前国住吉本社領家代官職を信濃守為茂所望の件、いまだ決着
ｹず。

3月4日 貞　、山洞・　　院へ近火見　いの　　を派遣する。日野一位”門　性
�jより聖瞳庵住持職口入の件で使いあり　貞成、蕨採りに出かける。

3月5日 茂土弘上巳祓を・ず。

3月6日 貞　、’所旧　より石を取り。せる。左・公行より　日示の　　に付状
?閨B　　　　　　　　　　　　、

3月8日 重　京より戻り、山洞・　　院の＿　を報口。三宋坊門　¢言（中院）
ﾊ守、先月十日に自害する

3月9日 法”、五　堂　’で田’くあり。将軍　・これを見物する。

3月10日 ノ香呂にて猿’くあり。熟国，、、・　坐　猿’く出仕。

3月11日 ‘香呂猿’く昨日同様行う。小弓云あり。

3月12日
　　　　　　　　　　局、足利　嗣・反により配所ロで諌さる。（聞日野弁入道・光・山禾こ

j矢田地蔵堂で平家勧進の最中に地蔵菩薩が錫杖を振るという話。法勝寺
ﾜ大堂勧進でまた田楽あり、将軍義持これを見物する。

3月14日 昨日、称光天皇、近来天変’　兵　続きに付、六宋殿に　経供　をpず
驕B

3．月15日 子丑、刻に月　。　雨により雨牛る。小弓云あり。

3月16日 （聞）将軍義、と　　院（主　と不　とか。

3月17日 　　に羽　わく、　は　真　」とあり。よって　　小狩衣・　口　を
ｲす　法”寺五大堂勧進での田楽に義持が勾當（局）を召す

3月18日 廿二日は　厳院の開山　　比丘尼の三十三回忌に・、塔頭仏　。（聞）貞
ｬ、大光明寺長老（文鼎）から鹿苑院主（顎隠）が将軍の怒りをかった
摎Rを聞く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

3月19日 小弓云あり。

3月20日 塔頭仏　に故　　　　参る。日野性光聖　　主、　就任は国母口入れと
ﾌ事。

3月21日 塔頭仏　。貞　山つつじを見物に月見岡辺に行く。
3．月23日 小弓云あり。七所”　。
3．月24日 番州国衙注の↑、寸言了牛する。　　院主、将軍の怒りにふれ隠居と

ﾌ事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奇
3月25日 小弓云あり。伏見呂　　、　を丁つ。
3月26日 月次連．あり、口　頭役として　沙’。

3月27日 一昨日に続き　を丁つ。　一坐頭参る。　　、日野に聖　　主・　女
ｷる。

3月28日 貞　風呂に入る。三位以下、熊野参詣を企てr日から講を台める。
3月29日 小弓云あり、重　順　の頭役。

3月30日 三月　の和歌出題。塔頭にて云口あり、女一　坐頭　参り平家を　す。
ｭ苑院主（顎隠）廿七日に相国寺入院を命じられる。義持との不和解決
ｩ

4月1日 小弓あり、懸物は　弓のごとくであった。

4月4日 、。、目聞日を　見する。

4月5日 播州飾　こ別・代目　を・公性心所　により　行”阿に　任状日下をp
ｶる。足利義嗣子息、泉涌寺喝食として入室さるも、仙洞より苦情あり
ﾄ富樫へ戻す。

4．月6日 後伏見院聖忌法　6、　野　で行う。近年黒田　役　少により御所で行
ｦず。　（後聞）椎野寺僧、法事讃終了後に妻敵に殺害される

4月7日 （聞）熊野神輿動坐にて寸言を訴える。去五日　　院で　海中こ十三年忌
?閨@将軍義持、鹿苑院に入御　顎急との関係を修復する

4月8日 、、　光明、仏生云（浴仏之儀）へ参る。
4月10日 韮1一勾当　坐頭）、伏見呂へ参り平　を　す。

4月11日 天変。　、京　屋形近辺で火　あり。
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日
4　13日 王　　の　　・　ロ　　　　　　　　　　の日に　　　　。
4月15日 　原行光、天目、仏　にて周　　王、後堂首坐　払を　めた　を語る。

y倉　泉の土蔵新造祝いに三立以下出かける
4月16日 、　、周　　王の首坐　払＿，哩に・、　状を遣わす。小弓あり。

4月17日 茂示。　、は中山牌言心　とのこと。
4月19日 天目、長　　削　光明　長　心　　が周　を首坐に登用する　えあり。

ｺ町院領越州梶庄菅名庄代官職を田村盛兼が所望につき、これを仰せ付
ｯる

4月21日 炎旱により　雨の　　　　　を行う。　国、・天目　でも　　あり。貞
ｬ、田向新造邸に招待され関係者一同で出かける

4月22日 貞　頭役として月次’。行う。

4月23日 、、光　　風呂に入る。
4月24日 熊野壬僧神輿を　じ紀罪田辺辺で　山’　と口戦。

4月25日 雨　　行う。

4月27日 武蔵堀池の　の山野、明　　領の由、性心院訴える。よって亭止を印せ

4月29日 、にて三百三十三人のイが　雨の　日　’法を行う。

4月30日 小弓あり。

5月1日 小弓あり、明日田向にて百手　ること。

5月2日’ 小弓明日も百手。　、　八講ロまる。
5．月3日 弓、百手云あり。

5月4日 早朝より干　・を耳く。将軍へ続　　　’玉　を貝る。　亭より　“　。

5月5日 端　　ロ句。　　風呂に入る。

5．月6日 、、八講結願。

5．月8日 貞　、’香呂へ参詣するご　目　々、重　の子、子を出　する。

5月9日 貞　、陽明局へ行き　酒。

5月10日 性心院より武　堀池明　　領の　で　いの僧が参る。

5月11日 貞　　、囲　を廻丁っ。

5月14日 小河納言（削　　己言足1』’詮　’去。

5月15日 庭田（田向　にて故明冗七回忌の仏　あり。足U’詮にZ一位左　臣を
ﾇ贈　小倉公種、満詮に殉じ出　、所望により正二立大納言を贈られる。

5月16日 貞　、退蔵　・指月　　を止一する。’詮　毘にふ　る。
5月19日 水＿’三位入道（法見・具　　が源氏　橋姫・　浮橋　の日写を所　す

5月22日 貞　、則　　に’詮のことでム橋　云　経由で町殿へ弔問を卯せる。
5月24日 正永（冷　範綱）参り、囲　双六を回し丁つ。
5月25日 貞　風呂に入る。削　　に　恩として三木闘所を与える。囲　を丁つ。

5月26日 　　、水。“’の再三の、、により、氏二　目写を了承する。番州飾こ
ﾊ府を赤松小寺入道力望の件、　原宮平岡御比丘尼より支障あり

5月27日 恩院より宇治茶を’呈　る。

5月30日 、　調を朋し終日　に臥せる。
6．月1日 貞　、亘りの’　王呈参詣。

6月2日 丙発作。（聞妻　名の　　不心により将軍∋を固めるとのこと。

6月4日 、　　丙発f、退蔵　の　秘ξを行う。

6月5日 ム橋三位（　弁’光？　より　るようにとのことで人　三位　を派遣
ｷる。

6．月6日
　　　　　　　　　　退　　　　の秘寺でこれをことす。三位、ム橋よ　　　柄発イあり、り戻り青蓮院・御室に御弟子無く伏見宮に人材の有無を問い合わせあり

ﾆのこと。足利義嗣謀反事件で畠山・山名・土岐加担として罪を問われ
驕B

6月7日 祇園云、足利’詮’去のことで口構＿し。けれども　量〃　見　する。
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「看聞日記L記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　日

6　8日 　力　百’、　’　って　　の　　　　で　厚・二　口　の　頭　　請
B（聞）久我通宣、将軍突鼻（とっぴ）にっき出頭の要請あり、貞成は明
匀桙ｶる由

6月9日 香呂へ「日から供。富　（所　所司代より使いあるも居留寸。
6月10日 　所へ返　の後また三木を　所で尋問に付出頭の要請あり　　明日心じ

髣R　（聞）夜、一条烏丸薬師堂焼失する
6月11日 小川’雇、所へ出頭し、三木帰主　否の旨云　ム橋に云える。
6月12日 三位・’雇所司代へ出頭するも三木口理不参。〃領の　は追って　露と

ﾌ事。伝奏広橋のことにつき落書あり。椿一検校が参り平家を申す。＊
u中央之儀

6月13日 玉p’門所　により林船を遣わす。三木口理ついに　所へは現れず。
痩@顎隠が逐電する。貞成受衣師弟の契約を申請中につき落胆する。＊
?w160号

6月14日 氏園云　年の通り。　　風呂に入る。

6月15日 用　　（乾　主　後堂、を退いたこと　《。顎隠十二日に逐電し土佐汲江

ﾁへ
6月17日 ミ経　、文日を示し備中　　保

l分の一と飾磨津別府の返付を申し入れる。田村盛兼参り、日向国平群
ｯ代官職を所望する。貞成、不審に思いながらも仰せ付ける。

6月18日 風・　雨。心得　　主　、伏見呂に参る。
6月19日 1早に付　　・三井　に　雨を卯せた8　による　風雨か。心舜　王一

?
6．月21日 廿四日故三宋公豆十三回忌仏　の，〔、対　　　　　己母　出足する。　聞

j相国寺長老（九条故禅閣息）、顎隠逐電後の鹿苑院主を兼帯するため移
Zする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

6月22日 、　月　に行き、その後　光明　の風呂に入る。
6月23日 夕立・雷嚥。　　、六月の夕立を『ぶ。
6月24日 光明院聖忌の仏　が　光明　にて行われるも貞　不参ロ。（聞）故　・入

ｹ十＝回忌のため椎野寺に対御方・ご条公光一党が出かける
6月25日 “馬日　、氏園　輿を　じて　訴する。将軍　、、　所にロじて。、圧。

6月26日 伏見　　の確　により深　で地下人の口…あり。
6月27日 　亭故　向　故左・入道　・　　母　廿五年忌の仏　を行う♂貞　、

嚮ｩ宮常御月の造作を命じ、障子（障子絵花　完震　）を入れる
6．月28日 昨日からの’口作、r日で終わる。
6．月29日 源　　参り、六月祓の　役を近年　めている　　話す。

7月1日 伏見呂で’くあり。　原郷秋参る。

7月2日 ’く ?閨B　聞　裏　　　　壬に付、称光天皇が伏見呂の　共の子かと疑
､

7月3日 ’く ?閨B

7月4日 、　、宇治弓　　に参詣し土　を　　に’呈する。

7月5日 ’く ?閨B　亭より　口わせに用いる　　の所　あり。

7月6日 ’、　亭へ　　一盲遣わす。’くあり。

7月7日 七　。　の　法くあり。　　、光”院忌日に付　光明　へ参り焼香する
B七夕法楽花合を伏見宮常御所にて行う。仙洞での花合・楽の次第を記
ｷ。　　　　　　　　・

7月8日 左・より　日話題になった．口心三反言のことで目状あり。

7月9日 飾りを　収する。　原郷秋参り’くあり。

7月10日 対〃　三宋より戻り　　　懐壬の　疑に付語る。
7月11日 周郷（天目　　　塔に　　口状を用いる　、長　より叶わぬ旨返　あり

B芝殿、勾當局に参り新内侍懐妊事件にっき長資と行豊に嫌疑ありと聞
ｭ。

7月12日 三宋大冶言公量、延光名主　を三　　　　　所　の旨を云える。
7月13日 多殿廿五年忌仏　が　る十五日塔頭であり。
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 言　の　目
7　14日 　　、　　の　　　ミ　　こ、、ってい　　S　　は’り　、　　々の’

7月15日 　　仮名日状で　　の　しひらき。伏見呂関係　にも口文提出の旨云え
驕B

7月16日 臼状は云　を通じ将軍へ　　、い　　か疑い　れるとのこと。

7月17日 貞’、　疑を　らす元．⇒野土へざ参、　光明、他へ　　を　じる。、’
燻O位・重有と同じく宝印を翻して告文を書く

7．月18日 ’と三位　　疑の　、疑いを　らす為早朝よりイ香呂へ参詣し’百又。

7月20日 貞　三日間のノ百叉’了、イ香呂にて　受右経　読を行わしむ。
7月22日

　　　　　　　　見せず云　に読ませ山洞へ　　を　ず。院、貞　告文貞　　口文を将軍を見て明瞭な返事無し。将軍、岩頭を召還し伏見宮での猿楽興行の有無

�qねるも興行せずと答う。勾當、新内侍懐妊の責任を問わるも将軍留
ﾛ。

7月23日 光明、・退蔵　・　光　、　　の，“、　受右経　読　　を報口する。

7月25日 　　、早朝より三土　　香呂・山田・　現）へ参詣。」野土へは七日の
緕Q　月次連歌

7月26日 （聞）来月廿八日、一宋関　息　　靭子）　’院で得叉し　　　御堂へ
?ｺ。

7月28日 山洞から去年の八朔のZ返　香　・盆・引日　が伏見呂に届く。＊”六
?w　75号

7．月29日 雨年り、深　には劃。。
7月30日 八朔の’物の準備。

8月1日 貞　、八朔の’物を山洞・将軍・右公へ届け　せる。

8月2日 将軍・若公より八朔の’返到　。坐頭了参参り四五・　す。

8月3日 亭　弓出川）より人朔の三日遍’上。寿　主　からもノ葱。

8月4日 源　　、’懸として　刀一一を・参する。

8月5日 ’く・朗詠あり。長　局より’遍　’上　る。

8月6日 貞　｛葱返しを呂中男　に与える。牛・．、石丸・糸局丸　．、石丸子）参

8．月7日 早朝より’くあり。

8月9日
蜷ｬ、他所へ預けてあった大通院御物を取り戻す。＊五月十九日条参照。

8月10日 聞）関　　名　部　寸行　、上“し将軍へ馬百疋、千両　上するとの　。

8月12日 水ハ“’　諸覚）、源氏物語日写の礼を　　に述べる。

8月13日 貞　、御香呂へ弓月から三ケ年の月詣を立願し、弓日より台める。

8月14日 石清水　生云、長’次将として出仕　亘‖。（聞）　国　《界門　立さ

8．月15日 云にて石清水　人訴訟　　居？　により延引する、一　年同様か。

8月16日 、正（秋期彼序　列日。小　　な地　あり。

8月17日 将軍　・、三土にて　異あるにより五　法をロす。伏見呂に目　（愛寿
ﾆ弟子菊寿）参り芸能五六句申す

8．月18日 　牛由小　武工他界する。　　、　通院三周忌イロとして法　経写経を
nむ。

8月19日 （聞）武衛Z生の様に付、万人　　し、将軍ご一との　。　峨法日院に土

窒ｷ
8月22日 彼斥結願。大通院御　云の仏口llを取り出して見る。
8月23日 貞　、　月　に行き、顎急の　わりとして　　院主に便且を頼む。

8月24日 珠　　参り障子　紙形言、に・、詫ず。

8月25日 月次連歌あり、　に百゜を終える。

8月27日 貞　、例によって風呂に入る。

8月28日 四宋　畠…　・参し参る。

8月晦日 貞　、野遊びに出かけ、　玉　にて栗。い　’くしむ。
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年・月・日 言　の　日

9　1日 イ　　呂示　。　　　、”、こ　　　　　　　　。

9月2日 貞　、鵡早子　吊　所’劃の障子　　　所）の　紙形の詩を妙法院呂に
竃]。松木宗量（宗宣）、新内侍懐妊事件議奏と国母との密通の件で院
ﾌ勅勘を被る。

9月3日 姻院呂に所　していた　紙き、を賜う。

9月6日 称光天皇、喉　‘悩。

9月8日 所司代より両ありて三木口理以下帰主・田畑返還を・’む。

9月9日 重陽ロ・。　　、ノ香呂朱礼見　の沢田向に行く。神主供㊤せず。

9月10日 師子参る。法　　にて猿’くあるも　　所用ありて見物できず残芯がる。
9．月11日 将軍、三木の　、口理・口　の帰主を認めるも、請文提出を仰せ付ける

@夜、山田宮・権現等で土楽あり
9．月12日 派遣の三位戻り、三木処分に・田山より　　すとの　。

9月13日 三木処分請文のイ、田山“得せず。闘所名田も返還との　。
9月14日 貞　、将軍の三木帰主に付お尋ねあり、貞　帰主許可、請文提出要と返

9．月15日 ’、三木口理以下の　田屋　返還の　自を発給する。将軍’劇　台む。

9月17日 貞’、ミ尾経僧の播州飾　こ別・ざ官　課役ロ　の請文を了承する。

9月19日 栗博ノ’あり。

9月20日 貞　・一する。

9月21日 将軍　・、弓日サ　劣呂とのこと。
9月22日 昨日予疋の将軍参呂は雨天延期で弓日下向とのこと。　　．
9月24日 三宋公量の　、（伏見）延光名ざ目　所　の　で院旦　文を見せられる。

9月25日 月次連歌延引、但し五十韻だけ行う。　　　　　　　　　　、
9月26日 昨日五十韻で、．わった連歌、フ日百　．える。

9月27日 禧準蔵主七回忌を東百　塔頭にて行う。将軍ヂ　よりの帰　宇治坂迎え
p意。

9月29日 （聞）示　　（称光天皇　〃悩にて’ロ法行われるとのこと。

10．月1日 冬之ロ。

10月2日 日恩院　秀僧正参り、対面する。その後蹴鞠あり。称光天皇の御悩は
苺雷Cと医師が診断する。これは禁中にて化け物を御覧になって以来と
ﾌ風評あり。

10月3日 洪　蔵主参る。貞　、，名＿為の　願として台めた」野土立願の和歌を詠
ﾞ。

10月4日
貞　、飾　’別・・武蔵堀池・　熊保の三　、　　の刀旨を発給する。＊紙北255号

10月5日 称光天皇〃悩　　、願の七土　　　　）を派遣する。椎野、不断西仏米こ
梶i室町院、）丹波田村庄課役を無沙汰につき、貞成、御書を出す。

10月6日 豆原郷秋参り’くあり。

10月7日 三百、削住他界後は坊主玄少　　　末子十一、　とのこと。

10月8日 （聞）”阿、中風脚気にて重　とのこと。

10月9日 （’口　田向邸に鞠懸りの木を　える　蹴鞠場所の四隅？）。

10月11日 三宋　“言公量、梅木所　に寸一一　遣わす。　　公　狩に行くもVれず。

10月12日 山洞より御返　　勅報）到　。r後は旦状を許可する旨印せあり。

10月13日 口　、即　院の梅木を　　に　上する。

10月14日 勝阿、弓日他界したとのこと。’　は　誉が　続。

10月16日 備中国園　を寸言細川頼重に麺行うに・、　任を要請する。

10月18日 水，煕法覚依頼で日写の源氏は幽洞砥戻の上　局の本を＿許可で利用と

ﾌ事
10月19日 源氏＿断日写一fは重過　として将軍からお尋ねあり　フの心得　を

ﾄぶ
10月20日 源氏臼写一fは、照口の為目録を提出すべし、裁　ゆえ　　に至らずと。
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「看聞日記」記事要旨一覧表（応永23年～25年）

年・月・日 冨　　　　日

10　21日 　　　へ日　、の目、　疋　　。’≒　　，＿ふの　　　、、
ｷ

10月22日 　　、　、氏日写一　で山洞へ口状を　ずる旨の目状を三　　　言へ遣わ
ｷ

10月23日 貞　、日状にて山洞へ、氏日写一　と訓五ケ　の　を　入れる。
10月24日 （聞）町　・、一　　京　　　　貫　を山城国寸言に　任する。
10月25日 永圓、長老参り　　と対面。一’堀池の違乱゜止の巾旨のf礼に永圓

ｷ老参る　月次連歌　＊「看　巻二紙背　懐紙四
10月26日 亭仕　別当（公富母　柄状心く“クせしむ。
10月27日 　任山城寸言一　　貫より伏見　地下人　　領沙　人名王　に心ロを要

＝B備中園西庄・東庄の代官に対して細川方まず両庄地下の掌握を要請
ｷる。＊「当所守護不入

10月29日 、山城寸言一　　貫に対して、伏見　沙　人名主　の軍役　を　む。

11月1日 　・、山城寸言代に寸言一　　貫のざを右狭でも　めた三　　心を任
ｷる　（聞）菊亭中納言公富の母他界する

11月4日 聖　法’く百首和歌を　’する。

11月5日 蝋院門　、伏見呂の公を所　に・、’呈する。’くあり。

11月6日 貞　風呂に入る。　通院　三廻の看経を弓日から台める。
11．月8日 将軍　持、石山、へ参詣し、　日　’詫を　多。
11．月9日 　多、　興播　国衙検注では国　　亡との　、本年中に彩　せよと寸言

ｺ知
11月12日 、一 @日写法経（8／18～　をロ願する。
11月13日 通院三回忌の仏　あり。　聞　将軍　・、石’　八幡呂へ参詣。
11月14日 三位の私仏　が結願する。

11月15日 石清水　　云が将軍　、ノ参　のもと行われる。
11．月17日 　通院三回忌仏　の仏　”をムW局・対　　より’呈　る。関　一宋

k莞ず、貞成「有職漢才等　群・公　之鏡　と、その死を　む
11月18日 通院の仏　が続く。　に妙一坐頭疹り仏削で両句を語る。
11月19日 　通院仏　弓日で　　。仏　”少乏のところ山洞より二千疋の助　あり

Bこの助成で観音餓法の実施の評定を始める。椿一検校が参り仏前で両
O句語る。

11月20日 仏　、，、い心以下’められる。　一　　、平　を語る。

11．月21日 貞　、山洞からの仏　糊助　を　し酒宴。　一の平　を聞く。　、土
莓蜊qq辺焼亡し女官阿五の宿月が炎上する

11月22日 山洞からのi助　を　Xした　　に礼物を遣わすも又け取らず。　順

11月23日 ’く ?閨B（聞）土　　　の　が　後が心く死去。

11月24日 聞）富　’　、将軍　、」野土参　中に’　　、よって　高野山へ　没
氏@東南院宮（栂尾義仁親王宮）が入滅

11．月25日 ’歌あり。　（聞）　　・　の没・の要因種々あり、局野山へ没こすと。
梵ｬの加賀守護職惣領預分は闘所、宿所は細川阿波子息に下付。＊「看
v巻二紙背　懐紙五

11月26日 貞’、母を　った　一中　言公　を気遣い助　　る。
11．月27日 仏　で滞土していた　　’　用　　周　　・護　　王が　峨に帰る。

11月30日 （聞十種香の”zあり。

12月1日 朔日。

12月2日 故”阿の五旬仏　が　日あり形見を　続　　誉が惨する。郷秋参り”
B任大臣節会あり、今出川公行が左大臣を辞し九条満教が後任となり関
窒�@ねる

12月4日 光明　風呂に入る。　」土へ弓’入る。

12月6日 山洞から’返　〃白あり。’人糾明の為地下一　　香呂に　まり口文を
曹ｭ
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年・月・日 言　の　日

12　7日 、　　　　心　イ丁の　　ム　の　　η日　後　　　ロこ　　。

12月9日 伏見呂で順　あり、その口間に和歌一　あり。
12月10日 母故西　　の年忌仏　を塔頭で行う。　　　、皇　を出　。

12月11日 野　　　’　　　　光明　　に帰る。

12月12日 、三立を遣わし番少1　別・の　をム橋　　旦）に　∂する。

12月13日 三止、ム橋より戻る。

12月14日 伏見呂で　払いを行う　ユ陽　　’　。

12月15日 ’光院長　　　の礼に参るも　　対面せず。興百　維手云台まる。

12月16日 、　国　　経供　に参る。　工、に’・　。の　礼を　せる。
12月17日 番匠　　工源　　除　の　礼を、．える。　順　あり。

12月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　あり。長　七、は仁和　鴫瀧殿へ入　　　　　　　　二　　　髪置の故治二王の三

ｺの契約、廿六日入室予定。（聞）義持参内し新内侍懐妊事件での勾當局
ﾌ処分を免除　相　寺鎮守社炎上、火元は神子

12．月19日 四払の百日　　、和。　ハ“　に口願　る。

12月20日 茂土弘が　　・八　　を　上する。聞　　　は処分なし。
12月21日 原郷秋疹り’くあり。　、　順　あり。

12．月22日 順　あり。’。百゜行う。＊　看」’二　背　懐紙六一
12月23日 、所にて”くあり。玉ロ’門他界する。
12月24日 　州飾　’別・の年貢を山坊経彰　市が代官として己める。山洞へ、

12月25日 、風呂に入る。　順　あり。　　　　　　　　　　　・
12月26日

　　　　　　　　　　　　、十地院　　仁和　限、瀧、萩原　呂　へ入室　光院の姫呂　七　長

ｷる。貞成の姫宮（三歳）、賀茂在弘勘進により酉時に御魚味・深勇の
j儀を行う。

12月27日 三　入道　ロを以、三木口理訴訟　ケ　目　を見せらる。
12月28日 土　門　　、　暦・人　　を　上する。称光天皇、貢馬御　あり。

12月晦日 　　、早朝より　香呂へ参詣。ユ陽　　　門　’　　　心　　暦八
搦Q。

（尾崎安啓）
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